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康
照
薙
正
時
代
に
お
け
る
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易
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貞
享
以
前
に
L
S

け
る
貿
易
の
統
制

清
代
、

日
本
と
中
園
と
の
貿
易
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
矢
野

仁
一
博
士
が
、
東

E
経
済
研
究
や
長
崎
市
史
遁
交
貿
易
編
に
詳
細
な

佐

伯

富

研
究
を
護
表
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
本
稿
も
こ
れ
ら
の
名
篇
に
負
ふ
所
多

く
、
博
士
の
引
用
せ
ら
れ
た
薙
正
株
批
議
旨
や
遁
航

一
賢
の
史
料
を

そ
の
ま
ぶ
拝
借
し
た
所
も
砂
く
な
い
。

一
々
註
記
し
・
な
か
っ
た
の
は
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煩
を
い
と
ふ
た
め
で
、
勢
頭
に
先
づ
謝
意
を
表
し
て
必
き
た
い
。
本

稿
で
は
正
徳
五
年
(
西
暦
一
七
一
五
年

・
康
照
五
十
四
年
)
長
崎
に

お
け
る
貿
易
新
例
を
中
心
に
し
て
、
商
圏
の
貿
易
関
係
を
考
察
ナ
る

が、

ζ

の
問
題
に
つ
い
て
は
ナ
で
に
矢
野
博
士
が
論
及
せ
ら
れ
た
所

で
あ
る
。
今
更
診
て
稿
を
起
ナ
所
以
は
、
先
づ
正
徳
新
例
震
布
の
粧

緯
を
考
察
し
、
次
に
正
徳
新
例
護
布
の
結
果
、

中
園
K
か
い
て
は
、

い
は
ゆ
る
信
牌
(
倭
照
)
問
題
を
惹
起
し
、
政
治
的
に
も
大
き
な
問

題
に
設
展
し
、
最
後
に
は
康
照
帝
の
勅
裁
を
仰
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

ほ
ど
重
大
化
ナ
る
が
、
そ
れ
は
一
縫
い
か
な
る
理
由

K
よ
る
も
の
で

あ
る
か
、

そ
の
原
因
を
考
察
し
、
ま
た
嘗
時
の
長
崎
貿
易
が
、

中
園
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の
い
か
な
る
政
治
的

・
組
関
的
背
景
の
も
と
に
行
は
れ
た
か
を
考
へ

る
に
あ
る
。
さ
ら
に
長
崎
貿
易
が
蛍
時
の
世
界
経
済
の
動
き
と
い
か

に
結
び
つ
く
か
、

つ
ま
り
日
清
貿
易
が
世
界
経
済
渡
展
の
上
に
お
い

て
い
か
に
許
債
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
、

と
い
ふ
問
題
に
ま
で
掘

下
げ
て
行
か
・な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
今
は
な
ほ
研
究
の
途
上
に
あ
り
、

資
料
が
充
分
整
備
し
て
ゐ
な
い
の
で
、

小
さ
な
問
題
を
小
さ
な
問
題

と
し
て
論
デ
る
に
止
め
た
い
。

日
本
と
中
園
と
の
貿
易
、

つ
ま
り
中
園
船
の
来
航
は
す
で
に
古
く

か
ら
あ
る
こ
と
は
周
知
の
遁
り
で
あ
る
。
た

r
清
代
に
か
け
る
や
う

な
長
崎
貿
易
、
ナ
な
は
ち
銅
斤
採
買
の
た
め
に
中
園
船
が
多
数
長
崎

に
来
航
す
る
や
う
に
な
っ
た
の
は
、
十
六
世
紀
の
末
か
ら
十
七
世
紀

の
初
め
に
か
け
て

z
あ
る
。
中
園
で
は
明
の
寓
暦
年
間
に
あ
た
り
、

我
が
園
で
は
徳
川
幕
府
が
江
戸
に
そ
の
基
礎
を
定
め
た
頃
で
あ
る
。

尤
も
西
川
如
見
の
長
崎
夜
話
草
「
麿
船
始
入
津
之
事
」

に
よ
れ
ば
、

永
蔽
五
年

(
一
五
六
二
年

・
明

・
嘉
靖
四
十
一
年
)

に
は
、
す
で
に

中
園
船
が
始
め
て
入
港
し
た
由
が
見
え
る
が
、
多
数
の
中
園
船
が
長

崎
に
来
航
す
る
や
う
に
な
っ
た
の
は
慶
長
年
間
で
あ
る
。
慶
長
九
年

二

六

O
四
年

・
寓
暦
三
十
二
年
)
に
長
崎
に
詳
官
が
L
U

か
れ
た
の
は
、

ζ

の
頃
中
間
船
が
多
数
長
崎
に
入
港
し
マ
ゐ
た
た
め
で
あ
ら
う
。
、通

航

一
覧
巻

一
四
七
「
通
事
役
」

に
長
崎
志
を
引
き

慶
長
九
甲
辰
年
、
唐
人
鴻
六
和
語
を
暁
れ
る
を
以
て
、

は
し
め
て

唐
通
事
を
命
せ
ら
る
。
(
後
増
減
あ
り
、
大
遁
事
六
人
と
な
り
、
ま

た
四
人
と
な
る
。
)

と
あ
り
、
慶
長
九
年
に
は
唐
人
病
六
が
遁
事
に
任
命
せ
ら
れ
た
ζ

と

を
俸
へ
て
ゐ
る
。
更
に
、
同
蓄
に
は

慶
長
九
甲
辰
年
、
鳴
六
と
い
ふ
唐
人
(
中
略
)
日
本
詞
を
習
ひ
究

し
故
、
始
て
唐
通
事
役
被
仰
付
。
こ
れ
明
の
寓
暦

・
崇
顧
に
至
て

(
自
注
、

日
本
天
正

・
慶
長
に
嘗
る
。
)
明
朝
と
清
朝
の
兵
範
大
に
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起
て
、
人
民
甚
だ
困
厄
巴
逼
り
、
其
難
を
遁
れ
ん
た
め
、
商
買
を

管
む
者
而
巳
に
も
限
ら
や
ノ
、
数
輩
の
唐
人
家
資
財
物
を
携
へ
来
て
、

長
崎
に
居
住
を
願
ふ
者
多
か
り
し
と
也
。
船
数
も
漸
々
多
く
成
り
、

九
州
薩
摩
阿
久
根
、

筑
前
博
多
、
豊
後
府
内
、
肥
前
に
て
は
五
島
、

卒
戸
、
大
村
、
長
崎
諸
慮
に
着
岸
す
と
い
へ
と
も
、
就
中
長
崎
港

K
着
岸
多
く
、
諸
用
繁
多
な
る
故
、
慶
長
九
年
以
来
追
々
長
崎
に

て
唐
通
事
役
人
出
来
。
(
長
崎
志
)

と
見
え
、
中
園
船
が
多
数
長
崎
に
入
港
す
る
や
う
に
な
フ
た
た
め
、

慶
長
九
年
、
始
φ
て
唐
通
事
を
置
い
た
旨
を
言
っ
て
ゐ
る
。

こ
れ
ら
の
中
園
船
は
、
徳
川
幕
府
が
天
主
教
を
禁
止
し
、
貿
易
を



統
制
す
る
必
要
か
ら
、
寛
永
十
二
年
(
一
六
三
五
年
、
崇
頑
八
年
)

以
来
、
長
崎
一
港
を
限
っ
て
貿
易
を
許
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
。
さ

ら
に
寛
永
十
六
年
に
は
天
主
教
の
禁
止
を
徹
底
ナ
る
た
め
、
貿
易
は

中
園
人
と
オ
ラ
ン
ダ
人
に
の
み
限
っ
て
、
長
崎
に
hs
い
て
許
可
し
た
。

嘗
時
雨
園
の
職
入
品
の
大
宗
は
生
綿
・
絹
織
物
・
砂
糖
・
香
料
・
輔
衆

種
等
で
あ
っ
た
が
、
我
が
園
に
か
い
て
は
産
業
が
な
ほ
未
護
達
で
特

産
物
が
な
く
、
最
初
は
金
銀
銅
、
就
中
金
銀
が
多
量
に
輸
出
せ
ら
れ

た
。
と
と
ろ
が
幕
府
の
基
礎
が
漸
く
固
ま
り
、
社
曾
が
安
定
し
て
鰹

済
活
動
が
盛
ん
に
な
る
と
、

金
銀
の
流
出
が
経
済
界
に
大
き
な
影
響

を
興
へ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
金
銀
の
流
出
を
防
止
せ
ん
と
ナ
る
政
策

が
と
ら
れ
た
。
ナ
で
に
寛
永
十
八
年
(
一
六
四
一
年
・
崇
禎
十
四
年
)

に
は
金
の
輪
出
が
禁
止
せ
ら
れ
た
。
寛
文
四
年
(
一
六
六
四
年
・
康

照
三
年
)

に
は
金
の
持
渡
禁
止
は
一
部
解
か
れ
、
同
八
年
(
一
六
六

八
年
・
康
照
七
年
)
に
は
金
の
総
出
は
解
禁
に
な
っ
た
が
、
銀
の
輪

出
が
禁
止
せ
ら
れ
た
(
一
銭
説
付
時
)。
そ
の
後
間
も
な
く
中
固
に
針
し

て
は
き
総
出
が
解
禁
せ
ら
れ
(
謹
鮮
野
知

Ff)、
多
額

の
金
銀
が
流
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
寛
文
十
二
年
(
一
六
七

二
年
・
康
照
十
一
年
)

に
は
貿
易
法
を
改
正
し
た
。
こ
れ
ま
で
は
内
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外
商
人
の
相
劃
自
由
貿
易
を
許
し
た
た
ゆ
、
外
園
商
人
が
自
由
に
値

段
を
吊
上
げ
職
入
金
額
が
著
し
く
増
大
し
、
多
額
の
金
額
が
流
出
し

た
。
そ
と
で
先
づ
京
・
江
戸
・
大
阪
・
堺
・
長
崎
の
五
箇
所
商
人
か

ら
目
利
役
(
鑑
定
人
)
を
出
し
、
職
入
物
貨
を
評
債
さ
せ
、
奉
行
所

で
こ
の
評
債
に
基
き
、
比
較
的
低
い
遁
や
固
な
債
格
を
定
め
、

ζ

れ
を

外
園
商
人
に
示
し
、

そ
の
同
意
を
得
て
購
入
す
る
。
も
し
同
意
し
な

け
れ
ば
積
時
ら
せ
る
ζ

と
に
し
た
。
こ
の
貿
易
法
が
貨
物
市
法
商
買

法
と
い
は
れ
Z
(
泉
屋
叢
考

5
。

f
f九
揖
四
一
頁
」

と
ζ

ろ
で
と
の
市
法
商
貰
法
の
賓
施
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
職
入

金
額
を
抑
制
し
、
金
銀
の
流
出
を
防
止
し
え
た
が
、
職
入
金
額
に
制

- 31ー

限
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
外
園
商
人
は
職
入
貨
物
の
量
を
増
加
し
た
。

と
れ
が
た
め
に
多
額
の
金
銀
が
流
出
し
、
本
法
施
行
の
意
味
が
な
く

な
っ
た
。
そ
ζ

で
貞
享
二
年
(
一
六
八
五
年
・
康
照
二
十
四
年
)
に

は
貿
易
額
を
制
限
し
、
中
園
船
に
劃
し
て
は
銀
高
六
十
蔦
雨
、

オ
フ

ン
ダ
船
に
射
し
て
は
金
五
寓
爾
(
銀
三
十
寓
雨
)

の
職
入
額
を
認
砂

た
。
こ
の
貿
易
制
度
の
改
革
が
御
定
高
商
法
と
稽
せ
ら
れ
る
。
寛
文

十
二
年
度
の
職
入
額
は
、
オ
ラ
ン
ダ
方
金
十
四
寓
九
千
四
百
二
十
六

両
除
(
匂

2
4)ナ
な
は
ち
銀
に
換
算
す
る
と
百
一
高
六
千
一
百
雨
、

中
園
船
方
銀
百
五
十
寓
八
千
二
百
徐
一
隅
(
目
立
性
)
、
合
計
約
銀
二
百

五
十
儀
高
雨
で
あ
る
か
ら
、
貞
享
二
年
の
験
入
額
は
約
三
分
の
一
に
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抑
制
せ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
通
航
一
賢
巻
一
五
八
に

慶
長
以
来
商
舶
入
津
の
船
隻
、
及
び
商
買
金
銀
の
員
数
定
ま
り
な

か
り
し
が
、
貞
享
二
乙
丑
年
、
唐

・
阿
蘭
陀
船
と
も
、

そ
の
定
限

の
命
令
を
下
し
給
ふ。

と
あ
り
、
更
に
同
書
に
は

貞
享
二
乙
丑
年
私
、
巌
令
を
下
し
清
朝
諸
州
の
船
へ
白
銀
六
千
貫

目
(
時
間

F
一
)
、
紅
夷
船
へ
一
一
一
千
貫
目
、
遁
計
九
千
貫
の
外
は
、

諸
色
買
取
ま
し
き
よ
し
定
め
さ
せ
給
ふ。

(四
)

そ
の
聞
の
事
情
が
推
察
せ
ら
れ
る
で
あ
ら

と
あ
る
記
事
に
よ
っ
て
、

う

と
ζ

ろ
で
、
貞
享
元
年
は
康
照
二
十
三
年
に
蛍
り
、

こ
れ
ま
で
鄭

民
が
華
獄
問
に
擦
り
、
清
朝
に
反
抗
し
て
ゐ
た
が
、
前
年
清
朝
に
降
伏

し
た
の
で
、

ζ

の
年
、
海
禁
を
解
除
し
た
。

ζ

れ
が
た
め
に
、
こ
れ

ま
で
数
隻
乃
至
数
十
隻
に
す
ぎ
な
か
っ
た
長
崎
入
港
の
中
園
船
が
に

は
か
に
増
加
し
、
貞
享
二
年
に
は
七
十
七
隻
、
三
年
八
十
七
隻
、
四

年
百
二
十
九
隻
、
元
帳
元
年
、
百
七
十
四
隻
と

い
ふ
風
に
激
増
し
て

ゐ
る
。
元
帳
元
年
は
、
オ
ラ
ン
ダ
船
を
加
へ
る
と
百
九
十
二
隻
に
も

及
ん
で
ゐ
る
(一
笹
川
ト
鮒
一
よ
郡
一
担
当
観
論

d
m
)。
恐
ら
く
貞

享
二
年
の
轍
入
額
の
制
限
は
、
貞
享
元
年
に
お
け
る
中
園
の
海
禁
解

除
の
報
が
幕
府
嘗
局
に
も
た
ら
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
、
採
ら
れ
た
昆
置

に
相
違
あ
る
ま
い
。

と
こ
ろ
で
、
貿
易
額
を
制
限
し

T
ゐ
る
と
と
ろ
へ
多
数
の
中
園
船

が
押
寄
せ
る
と
、

ど
う
し

T
も
密
貿
易
が
行
は
れ
る
。
そ
ζ

で
元
樵

元
年
(
一
六
八
八
年
・
康
照
二
十
七
年
)

に
は
中
園
船
を
七
十
隻
に

制
限
し
、

そ
の
他
は
積
良
し
を
命
じ
て
ゐ
る
。
通
航

一
覧
巻
一
五
八

に
「
長
崎
虫
眼
鏡
」
を
引
き

貞一回
子
五
戊
辰
年
(
按
ナ
る
に
、
九
月
晦
日
元
旅
と
改
元
)
秋
ふ
ね

よ
り
唐
人
船
数
七
十
そ
う
仰
付
ら
れ
、
商
買
致
へ
き
む
ね
か
ほ
せ

- 32-

わ
た
さ
る
。

ム
)
t
m
v
わ
J

、
さ
ら
に
ζ

れ
に
績
い

T

元
禄
二
己
巳
の
と
し
、
春
船
廿
綬
、
な
フ
ふ
ね
三
十
そ
う
、
冬
船

廿
そ
う
、
合
七
十
そ
う
ふ
ん
商
貰
仰
付
ら
れ
、
あ
ま
り
舟
は
つ
み

も
ど
ナ
o
h
x
ら
ん
だ
舟
か
歩
は
御
か
ま
ひ
な
し
。
其
ゆ
ゑ
は
か
ら

ん
だ

一
ふ
ん
銀
高
御
さ
た
砂
ゆ
ゑ
な
り
。
唐
人
は
園
々
た
か
ふ
に

よ
っ
て
、
舟
か
す
を
も
フ
て
わ
り
付
ら
る
。

と
見
え
て
ゐ
る
。
中
園
船
各
州
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、
同
書
巻

五
九
に
「
長
崎
市
安
書
留
」
を
引
き
、
元
禄
元
年
の
記
事
と
し
て
、

左
の
ど
と
く
見
え
て
ゐ
る
。



春
船
二
十
鰻

一
、
南
京
五
般

一
、
一
幅
州
六
鰻

夏
船
三
十
鰻

一
、
南
京
三
般

一
、
憧
州
三
般

一
、
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陀
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一
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般

一
、
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四
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船
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十
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て
南
京
二
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一
、
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二
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、
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十
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岐
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二
般

一、

慶
門
五
鰻

一、

贋
東
二
鰻

一
、
交
祉
般

一
、
一
隅
州
三
般

て
東
京
一
般

一
、
普
陀
山
二
鰻

一
、
寧
波
四
般

一
、
東
浦
案
一
一
般

一
、
太
泥
一
一
般

て

遅
羅
二
般

一
、
寧
波
一

般

て
潮
州
二
般

来
航
し
た
こ
と
が
分
る
。
な
ほ

左
の
記
事
に
よ
っ
て
、
江
蘇

・
漸
江

・一
幅
建
・
贋
東
か
ら
中
園
船
が

ζ

の
外
に
遅
羅
・
岐
唱
昭
等
中
園

以
外
か
ら
来
航
し
た
船
も
中
園
船
と
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
来
航

し
た
者
が
南
方
諸
地
方
に
活
躍
し
て
ゐ
た
華
僑
か
、
も
し
く
は
華
僑
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の
責
本

K
よ
る
船
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ら
う
。

先
に
述
ベ
た
や
う
に
、
貞
享
二
年
の
貿
易
額
は
従
来
に
比
べ
る
と

分
の
一
に
も
及
ぶ
大
幅
な
制
限
が
加
へ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
封
し
て

中
園
・
オ
ラ
ン
ダ
雨
園
人
か
ら
緩
和
方
の
哀
訴
が
な
さ
れ
た
の
み
な

ら
や
ノ、

日
本
商
人
か
ら
も
貿
易
額
増
加
の
歎
願
が
な
さ
れ
た
ら
し
い
。

こ
L
A

で
特
に
注
意
す
べ
き
は
、
銅
貿
易
商
人
が
貿
易
額
の
増
額
を
訴

願
し
た
ζ

と
で
あ
る
。
ナ
な
は
ち
、
職
入
額
制
限
の
た
め
、
中
園
人
・

オ
ラ
ン
ダ
人
は
銅
を
購
入
ナ
る
資
金
が
紋
乏
ナ
る
か
ら
銅
を
買
は
な

く
な
り
、

，銅
貿
易
商
人
が
窮
地
に
陥
る
で
あ
ら
う
c

首
時
全
園
に
は

五
十
箇
所
の
銅
山
が
あ
り
、

そ
の
第
働
者
が
二
十
寓
人
、

そ
の
近
郷

の
炭
焼
人
足
が
十
高
人
、
大
阪
吹
屋
職
人
が
一
高
人
、
純
計
約
三
十

- 33ー

一
高
人
に
、
諸
闘
か
ら
大
阪
へ
、
大
阪
か
ら
長
崎
へ
銅
を
廻
迭
ナ
る

廻
船
数
千
隻
の
人
数
不
明
の
第
働
者
を
加
へ
る
と
、
数
十
蔦
人
の
努

働
者
が
銅
貿
易
に
よ
っ
て
生
計
を
立

T
L
ゐ
る
。
も
し
銅
貿
易
が
不

振
に
な
る
と
、

こ
れ
ら
数
十
寓
人
の
銅
山
・
銅
貿
易
に
関
係
ナ
る
者

が
そ
の
生
活
を
脅
か
さ
れ
る
と
い
ふ
に
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
事
貫
は

ζ

れ
に
反
し
て
銅
の
輸
出
額
は
増
大
し
た
。
嘗
時
の
産
銅
額
は
約
九

百
寓
斤
で
あ
フ
た
が
、

そ
の
う
ち
内
地
向
百
蔦
斤
を
除
き
、

八
百
蔦

斤
が
、
外
地
向
き
に
捧
へ
て
長
崎
に
廻
迭
さ
れ
て
ゐ
た
。
こ
の
う
ち

五
六
百
蔦
斤
が
験
出
せ
ら
れ
た
(
守
諸
問
同
一
説
明
)
。
嘗
時
オ
ラ
ン
ダ

人
は
銅
貿
易
に
よ
っ
て
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
盆
が
あ
る
と
い
は
れ
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へ長
崎
市
史
通
交
貿
)
、
中
園
人
も
同
様
で
あ
っ
た
。
貞
享
二
年
に
訟
け

f

如
編
六
八
六
頁

」

る
金
銀
流
出
の
防
止
政
策
に
よ
っ
て
、
銅
貿
易
は
盆
々
拍
車
を
か
け

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
今
、
貞
一享
二
年
に
hs
け
る
輪
出

入
の
質
際
に
つ
い
て
見
る
に

ζ

の
年
の
総
出
銅
は
五
百
六
十
三
蔦

四
千
百
斤
、

そ
の
代
債
は
銀
五
十
八
高
二
千
四
百
除
雨
と
な
り
、
総

入
定
高
九
十
高
聞
の
う
ち
三
分
の
こ
に
嘗
っ

て
ゐ
る
。

こ
の
銅
の

輸
出
に
よ

っ
て
金
銀
の
流
出
が
絵
程
緩
和
せ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る

ヘ
泉
屋
叢
考
第
九
輯
J
O

戸
七
六
頁

l
七
七
頁
」

な
ほ
外
因
人
が
金
銀
の
輸
出
を
避
け
、
む
し
ろ
銅
の
輸
出
を
選
ん

だ
の
は
、

元
総
八
年
K
LU
け
る
金
銀
貨
の
改
鋳
K
よ
っ
て
新
貨
は
蓄

貨
よ
り
も
粗
悪
に
な

っ
た
こ
と
も
重
要
な
原
因
で
あ
ら
う
。

正
徳
貿
易
新
例

と
ζ

ろ
で
、
貞
享
二
年
の
御
定
高
は
質
際
に
は
遵
守
せ
ら
れ
な
か

っ
た
。
船
隻
も
増
加
し
て
額
放
以
上
に
入
港
が
許
さ
れ
る
や
う
に
な

っ
た
。
先
に
述
べ
た
や
う
に
中
園
人

・
オ
ラ
ン
ダ
人
の
歎
願
も
あ
っ

-
-
向為

、

ふ
内
・
刀

と
く
に
日
本
の
濠
商
遠
の
幕
府

へ
の
運
動
が
功
を
奏
し
、
貿

易
額
を
増
大
せ
し
め
た。

通
航
一
覧
巻
一
六
六
K

貞
享
二
年
乙
丑
よ
り
麿
船
交
易
の
歳
額
銀
六
千
貫
目
、
阿
閲
陀
船

の
金
額
五
寓
雨
と
定
ら
れ
、
一
冗
帳
元
年
戊
辰
に
至
て
、

唐
船
の
歳

額
七
十
隻
と
定
め
ら
る
。
然
る
に
元
帳
八
年
乙
亥
(
江
戸
)
伏
見

屋
四
郎
兵
衛
と
云
者
、
額
外
に
銀
千
貫
目
交
易
を
ゆ
る
さ
れ
て
、

債
銀
千
貫
自
に
首
る
程
の
物
共
、
銅
を
も
て
買
取
ら
ん
事
を
望
申

ナ
。
其
望
所
を
ゆ
る
さ
れ
き
。
是
を
世
に
代
物
替
と
云
事
の
始
と

ナ
。
元
帳
九
丙
子
に
は
運
上
の
銀

一
蔦
雨
を
進
ら
ナ
へ
け
れ
は
、

銀
五
千
貫
自
の
代
物
替
を
兎
さ
れ
ん
事
を
請
ふ
。
文
望
む
所
を
ゆ

る
さ
る
。
是
運
上
の
事
の
始
な
り
。

と
あ
り
、

元
蔽
八
年
に
は
江
戸
の
伏
見
屋
四
郎
兵
衛
が
額
外
一
千
貫

-34-

(十
寓
雨
)
の
貿
易
を
許
さ
れ
、
翌
年
に
は
更
に
五
十
高
問
の
額
外
貿

易
を
聴
許
さ
れ
て
ゐ
る
。
同
書
に
は
こ
れ
に
綴
い
寸

其
明
年
元
職
丁
丑

(十
年
)
に
、
長
崎
の
商
人
高
木
彦
右
衛
門
と

-
A

者、

船
額
七
十
隻
の
外
に
十
隻
を
増
さ
れ
、
銀
額
六
千
貫
目
の

外
に
二
千
貫
目
の
代
物
替
を
克
さ
れ
は
、
其
運
上
の
金
二
首
阿
南
除

の
銀
を
進
ら
す
へ
、
き
由
を
望
み
申
け
れ
は
、
昂
一
旦
に
於
て
伏
見
屋
か

代
物
苔
を
停
ら
れ
、
高
木
彦
右
衛
門
か
望
み
請
ふ
所
を
ゆ
る
さ
る
。

と
見
え
、
豪
商
達
が
互
に
競
争
し
て
政
府
に
運
動
し
、
次
第
に
貿
易

額
を
増
大
し
て
行
っ
た
経
過
が
看
取
せ
ら
れ
る
。

同
書
袋
二
ハ
五

「
異
園
船
商
賀
高
年
わ
け
」
の
僚
に
、
貞
享
二
年
か
ら
二
十
六
年
後
の



賓
永
七
年
の
こ
と
ふ
し
て

唐
船
商
寅
一
高
三
千
貫
目
之
銀
高
に
候
。

と
あ
る
と
と
く
、
中
園
船
だ
け
で
も
貞
享
二
年
の
御
定
高
の
二
倍
以

上
に
上
っ
て
ゐ
る
。

ζ

の
や
う
K
、
貿
易
額
が
次
第
に
増
大
ナ
る
一
方
、
密
貿
易
も
盛

行
し
た
。
同
書

「初
年
唐
船
入
津
口
口
次
第
」
に
、
賓
永
七
年
頃
の

ζ

と
と
し
て

唐
人
と
も
近
年
狼
に
私
の
商
買
仕
候
儀
、
畢
寛
日
本

Kτ
商
買
利

徳
少
々
御
座
候
故
、
少
成
共
多
く
賀
候
へ
は
、
そ
れ
を
利
潤
と
存

候
付
、
二
十
年
以
前
(
来
?
)
私
の
商
貰
仕
儀
K
御
座
候

と
記
し
、
中
園
商
人
は
貞
享
以
来
、
貿
易
額
に
制
限
を
受
け
、
利
盆

が
減
少
し
た
た
め
に
密
貿
易
を
行
っ
て
ゐ
る
由
を
停
へ
て
ゐ
る
。

ζ

れ
に
績
い
て

西
国
大
名
衆
領
分
浦
々
海
上
随
分
入
念
被
申
付
候
得
共
、
中
々
力

に
及
ひ
申
儀
K
無
御
座
候
。
其
-
謀
者
近
年
唐
人
も
日
本
人
も
抜
荷

商
貨
功
(
巧
?
)
者
に
罷
成
、
及
晩
景
唐
船
の
二
三
塁
前
後
を
乗

り
湿
り
、
日
暮
不
及
眼
力
時
、
唐
船
ね
漕
付
抜
荷
仕
儀
K
御
座
候
。

た
と
へ
五
町
三
町
の
聞
に
て
も
、
夜
中
故
中
々
見
出
し
候
儀
不
罷
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成
候
。
其
上
三
十
星
も
五
十
里
も
神
に
て
仕
儀
に
御
座
候
得
は
、

此
段
防
可
申
方
使
曾
而
無
御
座
侯
事
。

ム」
tmu
わ
J

、
日
本
・
中
園
南
園
人
と
も
密
貿
易
を
巧
妙
に
や
る
の
で
到

底
ζ

れ
を
防
止
ナ
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
述
べ
て
ゐ
る
。
さ
ら
に
同

室
田
「
臨
時
之
沙
汰
之
次
第
」
に
は

毎
年
渡
海
之
唐
船
百
般
内
外
に
て
御
座
候
。
右
之
船
之
内
か
く
し

物
不
仕
船
は
、
五
六
般
も
可
有
御
座
哉
。
其
外
は
不
残
か
く
し
物

仕
候
。

と
あ
り
、
中
園
船
の
大
部
分
は
「
か
く
し
物
」
を
積
載
し
て
ゐ
る
と

い
っ
て
ゐ
る
。
ζ

れ
に
績
い
て

- 35ー

右
之
物
を
改
か
く
し
物
は
取
上
け
申
付
、
渡
海
停
止
申
付
候
て
は
、

先
其
年
之
商
買
物
曾
而
無
御
座
候
。
左
候
は

ふ
長
崎
地
下
は
不
及

申
江
戸
京
大
坂
之
諸
人
も
、
唐
物
排
底
に
て
可
及
難
儀
候
。
法
は

正
敷
可
罷
成
候
得
共
、
先
其
一
年
日
本
に
唐
物
排
底
可
仕
候
。
然

者
念
度
渡
海
停
止
も
多
分
之
儀
は
難
儀
仕
儀
に
御
座
候
事
。

と
あ
り
、
殆
ん
ど
の
中
園
船
が
み
な
「
か
く
し
物
」
を
積
ん
で
居
h

夕
、

も
し
と
れ
を
取
上
げ
、
渡
海
を
禁
止
す
れ
ば
、
長
崎
地
下
は
い
ふ
に

及
ぼ
夕
、
江
戸

・
京
・
大
阪
等
で
は
唐
物
が
排
底
し
、
重
大
問
題
を

惹
起
す
る
か
ら
、
賓
際
に
は
法
に
よ
っ

τこ
れ
を
取
締
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る
と
述
べ
て
ゐ
る
。

ζ

の
や
う
な
密
貿
易

K
よ
っ
て
多
額
の
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金
銀
が
流
出
し
た
こ
と
ふ
思
は

れ
る
。
密
貿
易
盛
行
の
原
因
に
は
先

に
述
べ
た
や
う
に
、
貿
易
額
の
制
限
に
よ
り
、
中
園
商
人
の
利
盆
が

減
少
し
た
の
み
な
ら
歩
、

日
本
商
人
の
利
潤
も
減
少
し
た
こ
と
を
併

せ
考
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
従
来
の
や
う
に
多
数
の
中
園
船
が
長
崎
に

入
港
ナ
れ
ば
、
貿
易
品
の
荷
揚
や
積
込
み
、
或
ひ
は
運
搬
等
に
よ
っ

て
多
数
の州労
働
者
が
生
計
を
管
む
こ
と
が
出
来
た
が
、

一
旦
入
港
船

が
制
限
せ
ら
れ
る
と

こ
れ
ら
の
多
数
の
州
労
働
者
が
先
づ
生
計
に
窮

し
た
で
あ
ら
う
。
こ
れ
ら
の
失
業
者
が
商
人
の
手
先
と
な
っ
て
密
貿

日
勿
に
従
事
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
同
書
巻
一
六
六
に

「白
石

私
記
」
を
引
き
、
そ
の

一
節
に
、
産
銅
が
減
少
し
、
長
崎
に
廻
詮
ナ

る
銅
額
が
著
し
く
減
っ
た
ζ

と
を
述
べ
、
そ
の
結
果

斯
り
し
程
に
長
崎
地
下
人
交
易
の
事
行
は
れ
さ
る
か
鴛

K
、
飢
餓

の
者
多
く
弱
き
も
の
は
か
し
こ
に
留
る
唐
人
と
遁
し
て
、
館
中
に

於
私
版
の
事
あ
り
、
強
き
者
は
か
し
こ
を
去
り
て
、
唐
船
を
待
て
、

海
上
に
し
て
私
販
の
事
あ
り
。

と
い
ふ
献
態
に
な
っ
た
と
い
っ
て
ゐ
る
の
は
、
如
上
の
推
察
を
裏
書

き
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。
な
ほ
同
書
巻
二
ハ
五

「唐
船
蹄
帆
之
節
之

事
」
に

一
蹄
帆
之
節
荷
改
之
儀
、
随
分
澗
敷
相
改
申
儀
に
御
座
候
。
然
共

奉
行
の
存
候
程
に
は
被
改
不
申
候
。
其
帯
は
元
蔽
十
四
年
巴
六
月

十
一

番
南
京
船
鯖
帆
之
節
、

唐
人
共
五
三
人
銘
々
懐
中
に
銀
子
少

つ
ふ

か
く
し
致
乗
船
候
付
、
役
人
共
悉
相
改
、
右
之
銀
子
取
上
申

{戻
と
あ
り
、
中
園
人
が
鯖
帆
の
際
、
夫
々
銀
を
懐
中
に
爽
待
し
て
乗
船

し
た
の
は
密
費
買
に
よ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
同

書
は
こ
れ
に
績
い
て

其
内
船
番
安
達
彦
之
進
と
申
者
相
改
候
唐
人
及
異
儀
候
故
、
調
敷

改
候
得
者
先
K
乗
居
候
一
船
之
唐
人
共
、
理
不
意
に
右
彦
之
進
に
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手
向
ひ
候
得
共
、
異
国
人
之
儀
に
御
座
候
得
は
、
何
と
そ
其
場
を

銀
可
申
と
仕
候
内
、
大
勢
の
唐
人
共
彦
之
進
取
谷
、
船
板
木
切
れ

を
以
て
散
々
打
郷
仕
候
付
、

無
詮
方
を
と
し
の
た
め
脇
差
を
抜
候

得
共
、

そ
れ
を
も
事
と
も
せ
ナ
、
彦
之
進
を
海
へ
っ
き
落
し
、

既

に
溺
死
可
仕
と
い
た
し
候
鹿
を
近
過
に
繋
居
候
番
船
踏
ょ
せ
、
彦

之
進
相
助
申
候
。

と
あ
り
、
船
番
の
安
達
彦
之
進
と
い
へ
る
者
が
、
銀
子
爽
帯
の
者
を

取
調
べ
よ
う
と
し
て
却
っ
て
袋
叩
き
に
な
っ
た
事
件
を
億
円
へ
て
ゐ
る
。

更
に
績
け
て
日
く
、

右
之
節
唐
人
揚
(
楊
?
)
徳
上
と
申
水
主
へ
、

不
心
成
脇
差
切
先



頭
ね
や
国
的
y

申
候
。
勿
論
か
ナ
り
手
に
て
御
座
候
得
は
別
儀
無
之
候
。

右
彦
之
進
儀
、
粂
々
何
分
之
儀
有
之
候
と
も
、
異
園
人
b
刃
を
以

手
向
ひ
候
儀
竪
停
止
申
付
置
候
慮
、
脇
差
を
抜
不
心
成
事
と
申
せ
、

唐
人
に
庇
付
不
調
法
成
仕
形
に
御
座
候
段
申
上
候
慮
、
役
儀
を
被

取
放
浪
人
可
申
付
旨
被
仰
渡
候
。

す
な
は
ち
、
安
達
彦
之
進
は
忠
寅
に
役
目
を
果
さ
ん
と
し
た
け
れ
と

も
、
中
園
人
に
封
し
禁
断
の
脇
差
を
抜
き
、

か
ナ
り
庇
を
負
は
せ
た

廉
で
職
を
兎
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
が
た
め

依
之
、
其
以
後
改
申
役
人
共
強
く
改
候
儀
遠
慮
仕
侯
故
、
段
々
吟

味
ゆ
る
み
申
候
に
付
、
毎
度
強
く
改
申
候
様
に
申
付
候
と
い
へ
と

も
、
右
之
わ
け
御
座
候
故
い
つ
れ
も
う
わ
へ
計
に
て
内
心
得
心
不

仕
候
。
依
之
、
其
以
後
は
銀
子
を
か
く
し
持
渡
り
候
儀
多
く
有
之

候
様
に
及
承
候
問
、

四
五
年
以
来
別
而
改
強
い
た
し
候
得
共
、
改

の
役
人
共
得
心
不
仕
候
故
、
存
俸
に
改
強
不
罷
成
候
事
。

と
あ
る
や
う
に
、

こ
の
事
件
以
後
は
、
荷
改
の
役
人
も
虚
罰
を
恐
れ

て
忠
賓
に
取
調
べ
を
行
は
・
な
く
な
っ
た
の
で
、
多
額
の
銀
が
中
園
人

の
密
貰
買
に
よ
っ
て
流
出
し
た
こ
と
を
い
っ
て
ゐ
る
。
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以
上
は
正
徳
五
年
前
、
海
外
流
出
の
金
銀
の
額
が
次
第
に
多
く
な

る
に
至
っ
た
事
情
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
こ
れ
が
た
ゆ
、
毎
年
金
銀

の
圏
外
に
流
出
ナ
る
額
は
多
額
に
上
り
、
江
戸
閉
幕
の
頃
か
ら
の
額

を
総
計
す
る
と
莫
大
な
額
に
達
し
た
。
同
書
巻

一
五
八
「
本
朝
金
銀

銅
外
園
へ
入
し
惣
放
の
事
」
に

「
本
朝
賓
貨
通
用
事
略
」
を
引
用
し

そ
の
う
ち
に
、
慶
長
六
年
か
ら
賓
永
五
年
ま
で
百
七
年

間
に
外
固
に
流
出
し
た
金
を
六
百
十
九
寓
二
千
八
百
雨
徐
と
な
し
、

て
ゐ
る
が
、

銀
は
一
億
一
千
二
百
二
十
六
寓
八
千
七
百
雨
徐
流
出
し
た
と
推
定
し
、

但
、
此
大
数
は
よ
ほ
と
引
入
る
積
り
成
へ

し
。
九
外
閣
に
入
し
所

の
金
銀
銅
の
惣
数
、
是
よ
り
は
狛
hz
ぴ
た
ふ

し
き
事
に
や
。

と
い
ひ
、
上
掲
の
金
銀
額
数
は
徐
程
控
え
目
な
推
算
で
あ
る
か
ら
、

- 37ー

寅
際
に
流
出
し
た
額
は
も
っ
と
多
か
っ
た
で
あ
ら
う
と
い
っ
て
ゐ
る
。

さ
ら
に
最
後
に
は
金
銀
は
園
の
費
貨
に
し
て
、

ひ
と
た
び
外
園
K
流

出
す
れ
ば
再
び
か
へ
る
と
と
な
し
と
強
調
し
、

ナ
へ
て
異
園
の
物
の
中
、

薬
物
は
人
の
命
ナ
く
ふ
へ
き
も
の
な
れ

一
日
も
な
く
て
か
な
ふ
へ
か
ら
ナ
。
こ
れ
よ
り
外
の
無
用
の

は衣
服
翫
器
の
類
の
物
に
、
我
園
ひ
ら
け
始
し
よ
り
此
か
た
、
紳
租

の
御
代
K
始
て
多
く
出
た
り
し
園
の
費
を
失
は
ん
事
、
返
ナ
/

t
、

も
惜
む
へ
き
事
な
り
。

と
結
ん
で
ゐ
る
。
ζ

の
や
う
に
徳
川
幕
府
の
始
め
か
ら
百
年
ば
か
り

の
聞
に
莫
大
な
金
銀
が
外
園
に
流
出
し
た
。
こ
れ
ら
の
金
銀
が
主
と
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し
て
中
園
や
欧
洲
に
流
入
し
、
社
合
経
済
上
、
重
要
な
役
割
を
演
じ

た
。
襖
門
は
日
本
の
銀
で
出
来
た
町
で
あ
る
と
い
は
れ
る
ほ
ど
、

本
か
ら
流
出
し
た
金
銀
は
世
界
経
済
の
動
き
に
謝
し
て
大
き
な
意
味

を
も
っ
て
ゐ
た
わ
け
で
あ
る
が
、

こ
L

で
は
た
だ
こ
の
事
寅
を
指
摘

ナ
る
に
止
め
た
い
。

因
み
に
銀
は
主
と
し
て
中
園
に
職
出
せ
ら
れ
、

金
は
オ
ラ
ン
ダ
に
入
っ
た
ゃ
う
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
莫
大
な
金
銀

の
海
外
流
出
は
圏
内
純
済
界
に
大
き
な
打
蟻
を
興
ヘ
ヂ
に
は
お
か
な

ぃ。

ζ

L

か
ら
金
銀
の
流
出
を
更
に
股
重
に
取
締
ら
う
と
す
る
政
策

が
新
井
白
石
等
に
よ
っ
て
樹
立
せ
ら
れ
る
ζ

と
ミ
な
っ
た
。

な
ほ
金
銀
の
流
出
と
共
に
重
大
化
し
た
の
は
輸
出
銅
の
減
産
で
あ

る
。
銅
は
先
に
述
べ
た
や
う
に
中
園
人

・
オ
ラ
ン
ダ
人
に
と
っ
て
も

利
益
の
あ
る
商
品
で
あ
っ
た
。
彼
等
が
長
崎
に
来
航
し
た
の
は
一
つ

に
は
銅
を
採
買
ナ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
ζ

で
我
が
園
の
銅
山
は
長

崎
貿
易
に
刺
戟
せ
ら
れ
て
盆
々
開
設
せ
ら
れ
た
。
然
る
に
銅
坑
が
段

々
深
く
な
る

K
つ
れ
て
生
産
費
が
増
大
し
、
首
時
の
技
術
を
以
て
し

て
は
採
鎖
が
む
づ
か
し
く
な
っ
た
と
見
え
、
減
産
し
始
め
た
(
掛
盟

問
問
一
一
昨
…
日勾削
)。

特
に
幕
府
が
貿
易
政
策
か
ら
外
園
賀
渡
銅
債
を

低
く
し
原
償
以
下

K
抑
へ
、
銅
輪
出
商
人
の
損
失
に
射
し
て
は
他
の

貿
易
利
潤
に
よ
っ
て
補
償
ナ
る
政
策
を
と
っ
た
た
え
一
紘
一一制

点

一服
)、

銅
債
は
常
に
低
位
に
抑
へ
ら
れ
、

こ
の
こ
と
が
銅
の
生
産
に
も
影
響

日

し
た
ら
し
い
。

と
こ
ろ
で
幕
府
で
は
、
銅
を
職
出
ナ
る
こ
と
が
多
け
れ
ば
多
い
だ

け
そ
れ
だ
け
、
金
銀
の
流
出
を
防
止
す
る
ζ

と
が
出
来
る
わ
け
で
、

崎
陽
群
談
vh

唐
船
方
御
定
高
六
千
貫
目
問
問
陀
三
千
貫
目
銅
代
物
替
銀
高
五
千

貫
目
、
追
御
定
高
京
千
貫
目
、
合
而
萱
前
向
六
千
貫
目
の
商
買
に
相

究
り
、
此
内
阿
蘭
陀
三
千
貫
目
計
金
五
寓
雨
の
積
り
に
て
、
相
残

り
侯
銀
高
査
寓
三
千
貫
自
分
不
残
銅
三
間
相
渡
候
て
可
然
と
の
事
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に
相
究
、

右
の
銅
高
凡
積
八
百
九
十
寓
武
千
斤
ッ
、

一
ヶ
年
に
相

渡
侯
積
り
に
事
究
り
候
。

と
あ
る
や
う
に
、
年
間
検
出
銅
額
八
百
九
十
寓
二
千
斤
と
決
定
し
た
。

然
る
に
、
通
航

一
覧
倉

一
六
六
に
「
白
石
私
記
」
を
引
き

昔
長
崎
に
て
海
舶
互
市
の
事
始
り
し
よ
り
以
来
、
外
園
の
人
交
易

し
て
得
る
所
の
銀
を
も
て
、
換
ふ
る
所
の
銅
を
は
大
坂
に
住
せ
し

銅
吹
屋
と
云
共
十
六
人
に
て
運
迭
し
て
け
り
。
元
禄
十
年
船
額
を

増
れ
、
代
物
替
と
云
事
始
り
し
明
年
戊
寅
に
、
愛
の
商
人
格
寝
屋

文
八
と
云
も
の
、
其
事
を
承
り
て
運
迭
の
銅
年
額
に
足
ら
さ
る
所

は
、
銀
を
も
て
其
員
数
に
充
へ
し
と
仰
下
さ
れ
し
に
、
運
送
の
銅



猶
其
数
少
か
り
し
か
は
、
十
二
年
の
己
卯
桔
梗
屋
運
迭
の
事
を
止

め
ら
れ
、
大
坂
の
銅
吹
屋
井
諸
園
の
商
人
に
思
ひ
/
¥
に
運
迭
ナ

へ
き
由
を
仰
下
さ
れ
し
か
と
、
七
百
蔦
斤
の
外
は
長
崎
K
来
集
ら

ナ。

十
四
年
辛
巴
に
至
て
銀
座
の
輩
に
、
銅
座
の
事
を
粂
し
め
ら

れ
、
諸
園
よ
り
産
ナ
る
銅
を
買
得
て
、
長
崎
に
運
迭
す
へ
き
事
を

仰
下
さ
る
。
さ
れ
と
文
年
々
に
銅
の
数
足
ら
す
し
て
交
易
行
は
れ

ナ
、
外
園
の
人
蹄
る
へ
き
期
を
過
し
、
年
を
越
ナ
に
至
る
也
。

と
あ
り
、
産
銅
額
は
次
第
に
減
少
し
、
ナ
で
に
元
禄
の
頃
か
ら
長
崎

k
h府
け
る
貿
易
額
銅
八
百
九
十
寓
徐
斤
を
買
ひ
整
へ
る
こ
と
が
困
難

と
な
り
、
外
園
船
は
銅
触
の
探
買
が
出
来
ぬ
た
め
、
年
を
越
す
も
の

も
あ
っ
た
。
同
書
に
は
こ
れ
に
績
い
て

其
事
の
御
沙
汰
有
て
、
銅
運
迭
ナ
へ
き
事
な
り
し
銀
座
の
も
の
共

に
催
促
し
ぬ
れ
と
、
諸
園
の
銅
山
よ
り
産
ナ
る
所
年
々
に
減
し
て
、

其
債
騰
り
貴
く
、
其
債
を
増
加
ら
る
へ
く
な
と
申
事
に
て
事
ゆ
か

ナ
。
正
徳
元
年
辛
卯
に
至
て
銀
座
の
者
共
銅
四
百
五
十
蔦
斤
を
は

運
迭
ナ
へ
き
由
を
申
。
其
数
足
ら
さ
ら
ん
所
を
は
承
る
へ
し
、
と
望

み
申
者
あ
り
し
か
は
(
自
注
、
中
川
六
左
衛
門
と
云
し
商
人
な
り
。
)

望
所
を
も
克
さ
れ
し
に
、
銅
の
債
猫
騰
り
貴
く
成
て
、
是
も
其
利
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を
失
ひ
て
事
ゆ
か
ナ
、
我
固
に
て
用
ゆ
へ
き
所
の
銅
も
用
足
ら
ナ
。

明
れ
は
二
年
壬
辰
の
二
月
に
至
れ
共
、
銀
座
の
者
共
運
迭
す
へ
き

と
申
せ
し
所
の
数
に
も
足
ら
さ
る
所
、
百
五
十
寓
斤
な
れ
は
、
同

三
月
十
七
日
銀
座
の
者
粂
し
め
ら
れ
し
銅
座
の
事
を
停
ら
れ
、
同

十
九
日
大
坂
吹
屋
の
も
の
共
に
此
事
を
仰
下
さ
れ
ぬ
。
さ
れ
と
去

年
己
卯
諸
園
銅
山
よ
り
産
ナ
る
所
の
銅
六
百
四
十
蔦
斤
に
過
ナ
。

縦
ひ
我
園
の
用
百
六
十
蔦
斤
を
除
の
外
、
長
崎
へ
運
迭
ナ
へ
き
所

百
四
十
寓
斤
に
は
過
へ
か
ら
ナ
。
是
其
債
の
騰
り
貴
け
れ
ば
、
銅

を
商
ふ
も
の
共
轍
く
は
買
渡
ナ
へ
か
ら
さ
る
故
也
と
申
ナ
。

と
あ
り
、
銅
触
の
長
崎
廻
迭
者
を
次
々
と
襲
更
し
て
見
た
が
、
結
局

- 39-

銅
の
産
出
が
減
少
し
、
正
徳
の
初
め
に
は
我
が
閣
の
産
銅
額
は
僅
か

に
六
百
四
十
蔦
斤
K
過
ぎ
や
〆
、
銅
債
騰
貴
し
、
銅
商
が
買
惜
し
み
を

し
た
た
め
、
長
崎
廻
迭
の
銅
触
額
は
僅
か
に
百
四
十
寓
斤
に
ナ
ぎ
な

く
な
っ
た
と
い
っ
て
ゐ
る
。
長
崎
廻
迭
の
銅
額
減
少
を
決
定
的
な
ら

し
め
た
も
の
は
伊
致
の
別
子
・
立
川
等
の
銅
山
の
風
水
害
で
あ
っ
た

ら
し
い
。
首
時
伊
珠
の
銅
山
は
我
が
園
最
大
の
銅
山
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
同
書
巻
一
五
八
「
費
永
七
庚
寅
年
十
一
月
費
」
に

蛍
年
長
崎
b
廻
着
之
銅
不
足

K
T
、
商
貰
差
支
候
付
て
被
伺
之
侯
。

一
首
年
は
園
々
よ
り
山
出
之
銅
不
足
い
た
し
、
其
上
伊
後
園
銅
山

風
損
水
損
付
て
、
嘗
分
銅
少
も
出
不
申
候
。
今
程
間
歩
普
請
有
之
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候
付
而
、
長
崎
廻
着
之
銅
蛍
分
は
相
滞
候
。

と
見
え
て
ゐ
る
。
そ
の
結
果
は
、

こ
れ
に
縮
い
て
、

依
之
嘗
年
風
損
水
損
に
て
銅
山
普
請
有
之
不
足
之
由
、
唐
人
阿
閲

陀
人
ね
委
細
申
開
せ
得
心
致
さ
せ
、
荷
物
積
戻
り
候
娘
、

文
は
外

之
代
物
替
に
成
共
可
被
申
付
候
。
若
文
積
戻
り
候
之
儀
、
迷
惑
之

由
申
候
は
ふ
、
相
射
に
て
荷
物
一長
崎
ね
預
り
置
侯
共
、

い
つ
れ
の

道
K
も
無
滞
様
に
可
被
致
候
。

と
あ
り
、
伊
深
銅
山
風
水
害
の
由
を
中
園
人

・
オ
ラ
ン
ダ
人
に
承
知

さ
せ
、
銅
を
採
寅
ナ
べ
き
積
荷
を
他
の
口
問
物
と
交
換
す
る
か
、
積
荷

そ
れ
と
も
積
荷
を
長
崎
に
一
時
預
け
b
く
か
、

い
づ
れ
か
の
方
法
を
と
る
や
う
に
悠
憩
し

T
ゐ
る
。
併
し
、
銅
不
足

を
積
民
し
す
る
か
、

分
を
銀
を
以
て
も
ち
か
へ
る
ζ

と
は
堅
く
禁
じ
た
。
同
書
の
績
き
に

は

一
銅
不
足
之
代
り
に
、
銀
子
異
圏
、
り
渡
候
儀
、
少
に
マ
も
曾
て
不

成
事
に
候
。
銀
子
相
渡
儀
堅
可
被
致
無
用
候
。

と
見
え
て
ゐ
る
。
蛍
時
い
か
に
銀
の
流
出
を
警
戒
し
て
ゐ
た
か

r
察

せ
ら
れ
る
。

と
も
か
く
、
以
上
述
べ
た
や
う
な
事
情
か
ら
、

正
徳
五
年
(
一
七

一
五
年
・
康
問
五
十
四
年
)
新
井
白
石
の
建
言
に
よ
っ
て
貿
易
の
改

革
が
断
行
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
同
書
巻
二
ハ
五
「
商
法
正
徳
御
改

正
」
に
は

正
徳
五
乙
未
年
、
是
よ
り
先
長
崎
商
舶
の
事
に
よ
り
、
新
井
勘
解

由
(
中
略
)
上
疏
建
言
之
数
燦
あ
り
。

(
ζ

れ
御
改
正
の
張
本
な

り
。
)

と
い
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
改
革
が
正
徳
の
新
例
と
拍
併
せ
ら
れ
る
。
正
徳

新
例
に
つ
い
て
は
通
航
一
覧
巻
一
六
三
か
ら
巻
一
六
七
に
か
け
て
、

詳
細
な
規
定
が
記
さ
れ
『
L

ゐ
る
が
、

そ
の
要
貼
を
あ
げ
る
と
、
同
書

各
一
五
八
「
正
徳
五
乙
未
年
正
月
十
一
日
長
崎
表
廻
銅
定
例
」
の
僚
に
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唐
人
方
商
貫
之
法
。
凡
一
年
之
船
数
、

口
船
奥
船
合
せ
て
三
十
般
、

ナ
へ
て
銀
高
六
千
貫
自
に
限
り
、
其
内
銅
三
百
寓
斤
を
相
渡
ナ
へ

き
事
。

と
あ
り
、
中
園
船
の
長
崎
入
港
数
を
年
間
三
十
隻
、
貿
易
額
を
六
千

貫
(
六
十
寓
雨
)
、
銅
輸
出
額
を
三
百
寓
斤
と
大
幅
に
制
限
を
加
へ
て

ゐ
る
。
オ

ラ
ン
ダ
船
に
つ
い
て
は
同
書
巻
一
六
固
に

「
長
崎
貫
録
大

成
」
を
引
用
し

正
徳
五
年
二
月
、

上
使
仙
石
丹
波
守
、
石
河
三
右
衛
門
賞
表
に
護

向
有
、
向
後
阿
関
陀
商
寅
方
御
新
例

K
被
改
定
、
毎
年
船
数
二
般

K
限
り
、
銀
高
三
千
貫
目
、
銅
百
五
十
高
斤
可
被
相
渡
之
旨
、
若



御
新
例
を
守
り
難
き
に
於
て
は
、
明
年
船
を
仕
出
し
、
首
表
在
留

之
阿
蘭
陀
人
不
残
載
せ
蹄
り
、
永
く
往
来
の
道
を
断
へ
き
旨
、
以

漢
文
被
仰
渡
之
、
享
保
元
丙
申
年
よ
り
御
新
例
に
成
。

と
見
え
て
ゐ
る
。
ナ
な
は
ち
、
毎
年
二
隻
、
貿
易
額
は
銀
高
三
千
貫
、

輸
出
銅
は
百
五
十
寓
斤
に
制
限
し
て
ゐ
る
。
な
ほ
正
徳
新
例
k
b
い

て
は
、
中
園
人
・
オ
ラ
ン
ダ
人
に
封
し
、
幕
府
は
規
定
の
巌
守
を
要

請
し
、
も
し
こ
の
規
定
に
従
は
ぬ
者
は
退
去
を
命
歩
る
等
毅
然
た
る

態
度
で
臨
ん
で
ゐ
る
こ
と
が
注
目
ぜ
ら
れ
る
。

ζ

れ
が
た
め
に
貿
易

を
希
望
し
、
規
定
巌
守
を
誓
約
し
た
る
者
に
劃
し
て
の
み
信
牌
が
給

せ
ら
れ
た
。
同
書
巻
一
六
一
一
一
「
正
徳
五
年
正
月
、
唐
人
共
K
新
例
可

申
渡
衣
第
」

の
一
節
に

一
候
約
を
相
守
る
へ
き
誼
文
仕
候
へ
と
も
、
通
事
共
割
符
を
相
渡

さ
せ
候
儀
は
、
唐
人
と
も
奉
行
所
b
召
寄
候
て
、
自
今
以
後
、
園

法
を
謹
み
守
り
、
違
犯
の
事
な
く
候
に
hz
い
て
は
、
公
験
を
賜
り
、

技
館
等
も
奮
例
の
如
く
町
屋
に
お
い
て
可
申
付
事
に
候
問
、
其
旨

を
存
し
通
事
共
よ
り
の
割
符
を
国間
取
鯖
帆
し
、
定
の
期
を
達
へ
ナ

渡
来
る
へ
き
由
、
通
事
を
以
て
申
渡
、
奉
行
の
前
に
か
い
て
、
遁

事
共
よ
り
の
割
符
を
渡
さ
せ
候
へ
き
事
。
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と
見
え
て
ゐ
る
。
こ
与
に
割
符
と
い
ひ
、
公
験
と
い
ふ
も
信
牌
一(倭

照
・
票
照
)
を
指
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

ζ

の
信
牌
を
所
持
し
な

け
れ
ば
、
貿
易
は
許
可
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。

同
書
巻
一
五
九
に
は

正
徳
五
乙
未
年
御
改
正
の
後
、

か
の
商
船
に
か
な
ら
ナ
信
牌
を
輿

へ
し
め
ら
る
。

と
見
え
て
ゐ
る
。

ζ

の
信
牌
給
輿
の
目
的
は
船
放
の
制
限
に
あ
っ
た

ζ

と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
特
に
密
買
買
の
取
締
り
を
強
化
す
る

に
あ
っ
た
ら
し
い
。
通
航
、一
覧
巻
一
六
七
「
長
崎
奉
行
所
よ
り
、
唐

通
事
共
へ
申
渡
し
書
付
の
案
文
L

(

按
ナ
る
に
、
新
井
筑
後
守
草
ナ
る

と
こ
ろ
な
り
。
)
に
、
康
東
の
李
輯
士
が
信
牌
を
漸
江
開
部
K
取
上
げ

ら
れ
た
た
め
、
信
牌
な
く
し
て
貿
易
を
請
う
た
時
、
奉
行
所
の
返
答

- 41ー

の
一
節
に

何
園
に
て
も
私
商
買
こ
の
事
は
制
禁
有
之
事
に
候
。
去
年
新
例
を

立
ら
れ
候
は
、
近
年
以
来
の
こ
と
く
、
外
園
商
貫
舶
の
私
商
買
等
、

不
法
の
事
な
き
た
め
の
事
に
候
。

と
あ
る
に
よ
っ
て
、

そ
の
聞
の
事
情
が
察
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
と

の
や
う
に
正
徳
新
例
の
目
的
は
金
銀
の
流
出
を
巌
重
に
取
締
り
、
銅

触
の
輸
出
を
制
限
す
る
に
あ
っ
た
。
こ
の
目
的
を
有
数
に
達
成
す
る

た
め
に
貿
易
許
可
者
に
信
牌
を
支
給
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
新
例
賓
施

に
伴
ひ
、
信
牌
支
給
K
閥
し
て
、
中
園
で
は
信
牌

F
記
さ
れ
た
日
本
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の
年
琉
か
ら
正
明
問
題
が
惹
起
し
、
重
大
な
政
治
問
題
に
ま
で
設
展

し
た
。

信
牌
の
入
手

(一)

前
章
で
述
べ
た
通
り
、
長
崎
に
L
J

い
て
貿
易
を
許
可
ナ
る
船
に
封

し
て
は
信
牌
(
倭
照
)
を
給
興
し
た。

潅
正
珠
批
論
旨
第
四
一
冊
李

衛
薙
正
六
年
九
月
二
十
五
日
の
僚
K

康
照
五
十
四
年
。
夷
人
創
立
長
崎
龍
司
倭
照
。
絵
輿
内
地
商
人
領

運。

と
見
え
て
ゐ
る
。
倭
照
と
は
信
牌
を
さ
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
通
航
一
覧
巻
二
ハ
三
に
引
か
れ
た
正
徳
新
令
「
正
徳
五
年
正
月

唐
人
共
に
新
例
可
申
渡
次
第
」
に

奉
行
の
前
に
か
い
て
通
事
共
よ
り
の
割
符
を
渡
さ
せ
候
へ
き
事
。

と
あ
り
、
同
書
巻
二
ハ
七
「
華
夷
襲
態
」
に
見
え
る
「
享
保
元
年
長

崎
奉
行
所
よ
り
庸
通
事
共
へ
申
渡
し
書
付
の
案
文
」
(
原
註
、
按
す
る

に
新
井
筑
後
守
草
ナ
る
と
こ
ろ
な
り
。
)
に

去
年
四
十
三
人
請
取
候
信
牌
、
奉
行
所
よ
り
相
渡
候
に
も
無
之
候
。

通
事
共
と
約
定
之
事
に
付
、
通
事
共
よ
り
相
渡
候
。
凡
そ
一
郷
に

は
郷
約
有
之
候
。

一
祉
に
は
吐
約
有
之
候
。
郷
祉
の
約
等
、
官
所

よ
り
の
沙
汰
に
係
り
候
事
に
も
無
之
候
。
海
商
と
通
事
と
の
信
牌

は
郷
社
之
約
に
な
に

の
相
違
有
之
へ
き
欲
。

と
見
え
て
ゐ
る
通
り
、

信
牌
は
通
事
よ
り
奉
行
の
面
前
に
お
い

て
支

給
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
信
仰
は
元
来
、
無
償
K
T
通
事
か

ら
中
園
商
人
に
交
付
せ
ら
る
べ
き
筈
で
あ
る
が
、
宜
際
に
は
信
牌

張
を
う
る
た
め
に
は
多
額
の
費
用
を
要
し
た
。
山
地
正
味
批
品
開
旨
第
四

一
冊
李
衛
薙
正
六
年
十
月
十
七
日
の
僚
に

凡
倭
照
一
張
。
値
銀
七
八
千
。
毎
年
更
番
出
洋
者
数
十
除
照
。
彼

之
信
用
利
甚
大
。

- 42-

と
あ
り
、
皇
朝
文
献
逼
考
巻
一
七
乾
隆
二
十
年
江
蘇
巡
撫
荘
有
恭
の

上
奏
の
一
節
に

昔
年
各
商
。
初
往
東
洋
時
。
倭
人
設
立
倭
照
。
毎
張
約
費
銀
八
九

千
雨
不
等
。

と
あ
る
や
う
に
、
信
牌
一
張
を
う
る
た
め
に
は
、
七
八
千
爾
か
ら
九

千
雨
の
銀
を
必
要
と
し
た
。
ま
た
潅
正
株
批
論
旨
第
四
三
冊
潅
正
十

三
年
六
月
初
四
日
の
候
に

無
照
不
許
貿
易
。
商
人
惟
恐
不
得
照
。

毎
次
必
重
賂
諜
司
。
歴
年

積
有
厚
賞
。
彼
慮
牌
軍
。
因
而
大
殿
需
索
。
自
康
町
一
六
十
年
信
用
始
。

不
論
船
之
多
寡
。
勅
令
鐸
司
。
機
納
金
片
二
高
片
。
毎
年
逐
漸
加



多。
と
あ
り
、
中
園
商
人
は
信
牌
が
な
け
れ
ば
貿
易
が
許
さ
れ
な
い
の
で
、

こ
れ
を
入
手
ナ
る
た
め

K
、
通
事
に
莫
大
な
賄
賂
を
贈
っ
た
の
み
な

ら
や
べ
将
軍
に
も
需
索
を
被
っ
た
。
こ
の
将
軍
の
需
索
に
つ
い
て
は

同
書
第
四
七
冊
性
桂
薙
正
七
年
六
月
三
十
日
の
僚
に
も

日
本
頭
目
。
競
潟
将
軍
者
。
同
柑
嘗
有
洋
客
。
毎
船
給
輿
金
片
n

阻

規
近
文
加
増
。
毎
片
計
八
色
銀
六
雨
。
約
共
値
銀
二
三
十
高
。
震

数
過
多
。
洋
客
不
能
如
数
。
夷
人
皆
向
彼
慮
、
通
事
取
足
。
若
輩
苦

於
賠
累
。
途
潜
行
公
議
。
持
各
船
所
帯
回
貨
。
減
篤
二
分
牢
銅
斤
。

徐
悉
蓋
搭
包
頭
貨
物
。
従
前
毎
船
該
有
七
百
六
十
箱
之
銅
者
。
今

止
涯
四
百
七
十
五
箱
。
其
意
欲
使
商
客
折
本
。
則
去
者
自
少
。
倭

目
自
然
著
念
。
而
彼
可
以
持
金
片
数
目
。
篤
酌
量
核
減
地
歩
耳
。

と
見
え
て
ゐ
る
。
ナ
な
は
ち
、
金
片
の
多
寡
に
よ
っ
て
中
園
商
人
に

支
給
ナ
る
銅
触
の
割
合
を
上
下
し
た
由
を
俸
へ

T
ゐ
る
。

長
崎
貿
易
は
中
園
商
人
に
利
盆
が
あ
り
、

信
牌
の
給
輿
に
つ
い

T

は
、
中
園
商
人
の
聞
に
激
烈
な
競
争
が
行
ば
れ
た
ら
し
い
。
信
牌
一

一
蔦
雨
に
近
い
費
用
を
要
し
た
の
は
、通
事
や
奉
行
に
封

張
に
つ
き
、

し
て
裏
面
運
動
の
た
め
費
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

つ
ま
り
長
崎
奉
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行
や
通
事
の
役
得
に
は
莫
大
な
も
の
が
あ
っ
た
わ
け
で
、

ζ

の
事
は

康
東
貿
易
に
が
け
る
雨
康
総
督
や
そ
の
他
の
官
吏
の
役
得
が
い
か
に

莫
大
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
徴
し
て
も
明
ら
か
で
あ
ら
う
。
嘗
時
中

園
商
人
は
倭
照
を
入
手
す
る
た
め
に
、

日
本
側
の
歎
心
を
得
ょ
う
と

こ
れ
フ
と
診
た
。
同
書
第
四

一
冊
落
正
六
年
九
月
二
十
五
日
の
僚
に

臣
訪
聞
得
。
伊
等
皆
貧
夷
人
倭
照
。
争
相
貿
易
。
惟
恐
失
其
歎
心
。

捕
照
不
設
。
故
凡
有
指
名
求
索
之
慮
。
無
不
依
従
。

と
あ
り
、
同
書
、
落
正
六
年
十
二
月
十
一
日
の
僚
に
は

夷
人
噌
利
。
於
商
船
田
樟
時
。
各
指
名
。
令
其
搬
帯
違
禁
人
物
。

不
透
其
請
。
即
有
措
照
退
貨
之
事
。
而
商
人
貧
其
倭
照
貿
易
。
惟

-43-

命
是
従
。

と
見
え
て
ゐ
る
や
う
に
、
中
園
商
人
は
倭
照
を
う
る
た
ゆ
に
、
日
本

側
か
ら
名
ざ
し
を
し
て
種
々
の
物
資
、
と
く
に
違
禁
の
も
の
や
技
塞

に
長
じ
た
人
物
を
求
め
ら
れ
た
が
、

そ
れ
に
謄
ぜ
ぬ
と
倭
照
を
波
収

さ
れ
た
り
、
将
来
し
た
貨
物
の
持
踊
り
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
、

日
本

側
の
要
求
に
は
唯
々
と
し
て
従
っ
た
。
ま
た
同
書
、
落
正
六
年
十
月

十
七
日
の
僚
に
は
、
李
衡
が
盟
国
者
と
し
て
日
本

K
渡
っ
て
ゐ
た
朱
来

章
を
訊
問
し
た
時
の
返
答
を
載
せ
て
ゐ
る
。
そ
の

一
節
に

回
悼
時
。
通
事
停
話
。
嘱
其
勝
幣
弓
箭
教
師
。
井
要
資
牡
丹
及

尺
閤
面
之
紫
檀
木
三
種
。



390 

と
あ
り
、
通
事
は
朱
来
章
に
、
来
航
の
時、

弓
箭
の
教
師
を
連
れ
来

る
や
う
に
要
請
し
、
ま
た
黄
牡
丹
や
紫
檀
木
を
も
持
来
る
や
う
に
依

帰
し
て
ゐ
る。

牡
丹
や
紫
檀
木
は
通
事
の
個
人
的
な
依
蝿
か
も
し
れ

ぬ
が
、
弓
箭
教
師
の
招
聴
は
嘗
時
の
幕
府
の
要
請
で
あ
ら
う
。

同
書
、

薙
正
六
年
八
月
初
八
日
の
僚
に

伊
園
将
軍
肯
出
重
勝
。
情
内
地
之
人
。
数
演
弓
箭
擁
牌
。
仏
国
買
姦

甲
式
様
。
初
時
有
一帽
州
民
王
腔
如
。
於
天
文
職
陣
之
事
。
渉
磁
不

精
。
即
伏
冥
談
。

と
あ
り
、
一
帽
州
の
人
王
腔
如
は
将
軍
か
ら
重
川
刊
を
以
て
招
鴨
せ
ら
れ

て
ゐ
る
こ
と
か
ら
も
推
察
せ
ら
れ
る
。

務
正
時
代
は
日
本
に
L
Z

い
て
は
士
口
宗
が
将
軍
職
に
あ
っ
た
時
代
で

あ
る
。
吉
宗
は
徳
川
幕
府
の
中
興
の
主
と
い
は
れ
、
武
謹
を
奨
励
ナ

る
と
共
に
殖
産
や
皐
聞
に
も
開
心
を
掛
っ
た
こ
と
は
周
知
の、
通
り
で

あ
る
。
こ
れ
が
た
め
に
貿
易
の
統
制
を
若
干
緩
く
し
た
。
こ
れ
ま
で

は
外
園
の
書
物
等
は
天
主
敬
を
禁
止
し
た
閥
係
上
、
輸
入
を
禁
止
せ

ら
れ
て
ゐ
た
が
、
天
主
教
に
開
係
の
な
い
書
物
等
の
織
入
を
認
め
た
。

首
時
長
崎
入
浴
を
許
可
せ
ら
れ
た
も
の

は
、
中
園
人
と
オ
ラ
ン
、
タ
人

の
み
で
あ
る
が

オ
ラ
ン
ダ
船
の
入
港
回
数
は
僅
か
で
、

長
崎
入
浴

船
は
殆
ん
ど
み
な
中
園
船
で
あ
フ
た
。
そ
こ
で
外
閣
の
事
情
を
も
た

ら
す
も
の
は
主
と
し
て
中
園
船
で
あ
り
、
従
っ
て
轍
入
せ
ら
れ
る
外

園
文
化
と
は
主
に
中
園
文
化
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
多
数
の
中
図
書

籍
が
要
求
せ
ら
れ
た
。
徳
川
時
代
輸
入
せ
ら
れ
た
書
籍
は
内
閣
文
庫

や
そ
の
他
の
文
庫
に
現
存
す
る
多
数
の
書
物
に
よ
づ
て
も
嘗
時
の
有

様
が
窺
は
れ
る
。
首
時
い
か
に
多
く
の
中
園
書
籍
が
日
本
に
職
入
せ

ら
れ
た
か
と
い
ふ
ζ

と
は
、

書
目
集
脚
凡
な
ど
の
書
目
を
見
れ
ば
容
易

に
判
明
す
る
。
ま
た
同
書
、
薙
正
六
年
十
二
月
十
一
日
の
僚
に
、
李

衛
が
崇
明
牒
の
瞥
生
周
岐
来
を
訊
問
し
た
時
、

夷
人
毎
事
。
訪
求
天
朝
故
賞
新
開
。
諸
様
書
籍
。
無
所
不
有
。
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と
答
へ

、
さ
ら
に
績
い
て

供
出
。
曾
帯
過
各
項
書
籍
五
百
本
。

と
い
っ
て
ゐ
る
。
嘗
時
中
園
に
か
い
て
は
、
原
則
と
し
て
書
物
を
外

園
に
橘
出
す
る
こ
と
は
禁
止
せ
ら
れ
て
ゐ
た。

中
園
の
秘
密
が
外
園

に
漏
洩
し
、
外
園
の
侵
略
を
導
く
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

し

か
し
、
中
園
の
書
物
は
禁
を
犯
し
て
盛
ん

に
我
が
闘
に
織
入
せ
ら
れ

た
。
同
書
第
四
二
冊
李
衛
薙
正
八
年
三
月
初
十
日
の
僚
に

夷
人
勾
通
姦
商
。
招
誘
各
種
一無頼
出
洋
。
教
習
内
地
技
襲
。
私
帯

借
入
書
籍
輿
園
。
窺
探
情
形
。
是
以
設
法
禁
防
。

と
あ
り
、

日
本
人
が
中
園
商
人
と
勾
通
し
て
中
園
の
書
籍
を
職
入
せ



し
め
、
中
園
の
情
勢
を
探
知
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
と
述
べ
て
ゐ
る
。

首
時
の
中
園
は
何
と
い
っ
て
も
世
界
の
先
進
園
で
あ
っ
た
。
欧
洲

に
お
い
て
産
業
革
命
が
起
る
ま
で
は
中
園
文
化
は
敵
洲
文
化
に
比
し

て
決
し
て
劣
る
も
の
で
は
・
な
か
っ
た
。

ζ

と
に
我
が
園
は
中
園
と
は

一
衣
帯
水
の
間
に
あ

p、
我
が
闘
の
文
化
は
常
に
中
園
文
化
の
織
入

K
よ
っ
て
護
展
し
た
。
諸
種
の
書
霊

・
陶
磁
器
・
工
塞
品
が
も
た
ら

さ
れ
た
の
み
な
ら
歩
、
多
数
の
書
物
が
職
入
さ
れ
、
我
が
園
文
化
の

設
展
に
寄
輿
ナ
る
所
が
大
で
あ
っ
た
。
例
へ
ば
、
徳
川
幕
府
時
代
、

朱
子
皐
が
歓
迎
さ
れ
、

ζ

れ
に
開
ナ
る
多
数
の
書
物
が
織
入
ぜ
ら
れ

た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
明
滑
時
代
の
官
制

・
法
律
に
開

ナ
る
書
物
も
多
数
轍
入
せ
ら
れ
、
我
が
園
の
官
制
法
律
K
多
大
の
影

響
を
興
へ
た
。
明
律
が
早
く
輸
入
さ
れ
、
そ
の
和
刻
版
が
享
保
年
間

K
作
ら
れ
、
ま
た
萩
生
観
仙
怖
が
明
律
園
字
解
を
作
っ
た
と
と
は
、
我

が
皐
界
に
大
き
な
影
響
を
興
へ
た
ゃ
う
で
あ
る
。
明
律
に
開
ナ
る
書

物
も
こ
れ
以
後
多
数
作
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
明
律
圏
字
解
の
影
響
を
受

け
た
も
の
が
多
い
。
徳
川
幕
府
や
諸
藩
の
制
度
や
法
律
に
は
中
闘
の

そ
れ
ら
が
強
く
要
望
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
同
書
第
四
一
冊
菜
正

六
年
十
二
月
十
一
日
の
僚
に
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訊
操
各
商
鍾
天
親
等
供
出
。
肯
有
楊
溶
帯
周
帯
去
秀
才
孫
太
源
・
沈

登
偉
。
在
彼
講
習
大
清
合
同
典

・
中
原
律
例
。

と
あ
り
、
商
人
楊
潜
驚
の
連
れ
て
来
た
秀
才
孫
太
源

・
沈
登
偉
が
大

精
舎
典
や
中
原
律
例
を
講
義
し
て
ゐ
る
こ
と
も
注
目
せ
ら
れ
る
。
と

こ
ろ
で
、
同
書
第
四
三
冊
薙
正
九
年
六
月
十
九
日
の
僚
に
は
、
李
衛

が
法
を
設
け
て
南
人
を
連
れ
戻
し
て
訊
問
し
た
こ
と
を
述
べ
て
ゐ
る

が
、
そ
の
中
に

孫
太
源
原
係
行
商
。
多
年
因
欲
圃
旅
倭
照
。
代
魚
績
逝
沈
登
偉
出

洋
在
彼
。
講
解
大
病
舎
典
各
書
。
興
夷
人
倣
詩
潟
字
。
各
人
各
得

倭
照
一
張
塁
験
。

と
あ
り
、
孫
太
源
は
元
来
商
人
で
あ
り
、
信
牌
を
入
手
し
よ
う
と
し
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て
、
日
本
の
要
請
に
基
い
た
も
の
ら
し
く
、
沈
登
偉
を
日
本
に
連
れ

T
L
来
て
大
精
舎
血
(
等
の
書
物
を
講
義
せ

L
b
、
ま
た
日
本
人
の
た
め

K
詩
を
作
り
文
字
を
書
い
て
や
っ
た
の
で
、

そ
の
謝
躍
と
し
て
孫
太

源

・
沈
登
偉
の
商
人
は
信
牌
各
々

一
張
を
貰
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ほ
、

遁
航
一
覧
巻
二
二
三
「
儒
醤
井
技
喜
之
者
渡
来
」
の
僚
に
も

同
年
(
享
保
十
二
年
)
十
二
月
九
日
。
ま
た
杭
州
府
の
儒
土
沈
嬰

庵
渡
来
し
、
幾
は
く
も
な
く
婦
麿
ナ
。
沈
費
庵
は
錦
帆
の
期
に
、

銀
子
な
ら
ひ
に
信
牌
を
給
ふ
。

と
あ
り
、
嘗
時
多
く
の
儒
士
が
渡
来
し
、
蹄
園
に
際
し
て
は
信
牌
を
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支
給
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
事
賓
は
や
回
時
に
か
け
る
日
本
文
化
の
護

展
段
階
の

一
端
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

中
園
商
人
は
日
本
の
要
望
す

る
所
を
窺
っ
た
。
そ
の
要
望
を
充
た
す
こ
と
が
信
仰
を
う
る
捷
径
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
商
人
孫
太
源
も
最
初
は
大
清
合
同
典
等
の
書
物
を

講
義
し
て
ゐ
る
ζ

と
が
注
目
せ
ら
れ
る
。

な
ほ
こ
ゐ
で
注
意
す
べ
き
は
、
中
園
か
ら
諸
種
の
漢
籍
が
職
入
せ

ら
れ
、
幕
府
や
諸
務
の
文
教
政
策
と
相
侠
っ
て
、
我
が
園
の
漢
撃
の

興
隆
を
招
い

た
こ
と
で
あ
る
。
通
航
一

覧
倉

一
九
九
に

足
利
の
撃
校
に
、
宋
朝
よ
り
渡
り
し
古
板
十
三
組
の
註
疏
有
之
し

を
、
享
保
五
年
に
至
り
腕
平
士
紋
生
総
右
衛
門
に
被
仰
付
、
右
之
内

五
粧
、
論
語
、
孝
組
、
孟
子
学
}
抄
出
し
て
、

七
粧
孟
子
考
文
補
遺

と
被
名
付、

全
三
十
二
冊
清
朝
へ
被
管
阿
波
候
。
彼
園
に
て
は
、
{
木

金
の
争
飢
故
五
百
年
来
、
件
の
古
本
経
果
、

朱
子
よ
り
し
て
右
古

本
見
不
被
申
候
之
由
、
此
度
始
て
日
本
よ
り
渡
り
候
事
、
ま
た
上

も
な
き
東
方
の
特
と
相
聞
え
候
。

と
あ
り
、
荻
生
回
一
仰
の
著
は
し
た
七
組
孟
子
考
文
補
遺
が
清
園
に
聡

出
せ
ら
れ
、
名
盤
を
博
し
た
由
を
俸
へ
て
ゐ
る
が
、
強
ち
我
田
引
水

の
読
で
も
な
さ
さ
う
で
あ
る
。
享
保
時
代

K
か
け
る
瀧
皐
輿
陸
の
原

因
の
一

つ
は
長
崎
貿
易
に
よ
る
彼
我
の
交
渉
に
よ
る
も
の
で
あ
ら
う
。

ζ

の
時
代
の
漢
撃
興
隆
に

つ
い
て
は
論
デ
ベ
き
問
題
が
多
々
あ
る
が

こ
L

で
は
た

r
一
端
を
指
摘
ナ
る
に
止
め
た
い
。

四

信
牌
の

入
手

(斗

皐
問
の
み
な
ら
や
ノ
諸
穫
の
技
術
面
に
か
い
て
も
、
や
由
時
の
日
本
は

中
園
か
ら
求
め
る
所
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
技
術
者
を
辿
れ
来
る

こ
と
が
信
仰
を
う
る
捷
径
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
中
園
商
人
は
日
本

の
要
望
に
腔
じ
て
多
数
の
技
術
者
を
連
れ
て
来
た
。
濯
正
株
批
論
旨

第
四
一
冊
李
衛
薙
正
六
年
八
月
初
八
日
の
僚
に
、
将
軍
の
招
m
刊
に
よ
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り
、
武
山
訟
に
長
じ
た
者
が
日
本
に
来
り
、
武
惑
を
日
本
人
に
数
へ
た

こ
と
を
停
へ
て
ゐ
る
こ

と
は
先
に
指
摘
し
た
が
、
な
ほ
、

同
書
に
は

復
薦
引

一
一
駅
東
長
髪
年
同側
千
総
。
不
知
姓
名
。
毎
年
受
伊
数
千
金
。

震
之
打
造
戦
船
二
百
徐
践
。
習
聞
学
水
師
。

と
あ
り
、
姓
名
不
明
の

一
年
減
の
千
穂
は
、
毎
年
数
千
金
を
う
け
て

招
幣
せ
ら
れ
、
職
船
を
打
造
し
、

海
軍
を
教
習
し
て
ゐ
る。

ζ

の
外
、

武
喜
を
教
習
す
る
た
め
に
招
幣
を
う
け
た
武
人
K
は
張
恒
陣

・
沈
大

成
等
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
一
雄
正
珠
批
議
旨
第
四
一
冊
、

李
衛
、
難
正

六
年
八
月
初
八
日
、
十
二
月
十
一
日
の
僚
に
見
え
て
ゐ
る
。
沈
大
成

の
名
は
通
航
一
賢
巻
二
一
一
三

「儒
醤
井
技
謹
之
者
渡
来
」
に
見
え
て



ゐ
る
。
こ
れ
ら
の
武
人
は
ナ
ベ
て
中
園
商
人
の
斡
旋
で
渡
来
し
た
者

で
あ
っ
た
。
武
人
の
渡
来
と
共
に
軍
馬
も
中
園
の
禁
令
を
犯
し
て
験

入
せ
ら
れ
た
ζ

と
は
通
航
一
覚
の
各
鹿

K
見
え

τゐ
る
。
例
へ
ば
同

書
巻
二
二
七
「
御
用
物
持
渡
井
信
牌
願
等
」

の
僚
に

享
保
五
年
二
月
、
二
番
伊
字
九
船
よ
り
、
御
説
の
唐
園
牡
馬
二
匹

牽
渡
る
。
但
夜
に
入
本
船
よ
り
馬
を
卸
す
。

即
御
用
に
被
差
上
之
。

(
長
崎
紀
事
)

と
見
え
て
ゐ
る
。

技
術
者
と
し
て
渡
来
し
た
者
に
は
富
者
が
あ
っ
た
。
日
本
で
は
醤

皐
は
後
K
は
蘭
鼠
干
に
よ
っ
て
護
達
し
た
が
、
そ
れ
ま
で
は
、
瞥
術
は

幼
稚
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
く
、

中
園
の
聾
者
が
招
鴨
せ
ら
れ
て
好

評
を
博
し
た
。
務
正
株
批
晶
一
一
宮
田
第
四

一
冊
薙
正
六
年
十
二
月
十
一
日

の
僚
に

費
賛
侯
供
認
。
雷
帯
崇
明
鯨
監
生
周
岐
来
。
往
彼
治
病
。
業
経
団

籍
と
あ
り
、
商
人
費
賛
侯
は
崇
明
鯨
の
醤
者
周
岐
来
を
日
本
K
伴
っ
て

来
て
ゐ
る
。
因
み
に
費
賛
侯

・
周
岐
来
の
名
は
通
航
一
覧
径
二
二
七

「
醤
師
渡
来
」
の
僚
に
見
ゆ
。
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ま
た
薙
正
株
批
議
旨
第
四
一
冊
薙
正
六
年
九
月
二
十
五
日
の
僚
に

寧
波
醤
生
朱
来
章
。
向
曾
在
彼
醤
痘
倭
王
。
厚
賂
而
開
。
現
領
倭

照
貿
易
。

と
見
え
、
寧
波
の
醤
者
朱
来
章
は
曾
て
倭
王
を
醤
療
し
た
た
ゆ
に
、

手
厚
い
賂
輿
を
受
け、

信
牌
ま
で
も
も
ら
っ
て
か
へ
り
、
貿
易
を
行

っ
て
ゐ
る
0

・な
ほ
朱
来
章
の
名
は
逼
航

一
賢
巻
一
一

二
ハ
「儒
醤
渡
来

献
土
井
臨
時
信
牌
願
」
の
僚
に
見
え
て
ゐ
る
。
こ
t
A

に
い
ふ
倭
王
と

は
京
都
の
天
皇
を
指
し
た
も
の
で
は
な
く
、
長
崎
の
奉
行
を
指
し
た

、も
の
ら
し
い
。

同
書
、
薙
正
六
年
十
月
十
七
日
の
僚
に
は
次
の
や
う

な
記
事
が
あ
る
。
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長
崎
設
頭
目
二
員
。
橋
脚
肌
皆
有
王
家
字
様
。
非
係
園
主
。

一
管
貨

物
交
易
。
毎
年
更
換
。

一
管
地
方
事
務
。
常
川
住
守
。
皆
専
生
殺

之
権
。

即
ち
、
長
崎
に
は
二
員
の
頭
目
が
あ
り
、
そ
の
稿
競
に
は
王
家
の
字

様
が
あ
る
。

一
員
は
貨
物
の
交
易
を
管
掌
し
、
毎
年
交
代
す
る
。

員
は
地
方
の
事
務
を
管
掌
し
、
常
駐
し
、
共
に
生
殺
の
楼
を
専
ら
に

し
て
ゐ
る
と
い
っ
て
ゐ
る
の
は
、
明
ら
か
に
長
崎
奉
行
を
指
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
ふ
で
は

一
人
の
奉
行
は
毎
年
交
代
す
る
が
、

他
の

人
は
常
駐
す
る
と
い
っ
て
ゐ
る
の
は
何
ら
か
の
誤
解
で
あ
る
。
奉
行

は
ど
こ
で
も
二
人
あ
り
、

一
人
が
毎
年
交
代
で
勤
務
し
て
ゐ
た
の
で
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あ
る
。
文
同
書
第
四
二
冊
、

薙
正
八
年
三
月
初
十
日
の
僚
に
は

有
日
本
管
長
崎
島
夷
目
。
彼
昆
稿
呼
。
名
馬
王
家
。

と
あ
り
、
長
崎
を
管
理
ナ
る
頭
目
を
王
家
と
名
づ
く
と
見
え
て
ゐ
る
。

さ
ら
に
同
書
第
四
一
冊
務
正
六
年
十
月
十
七
日
の
僚
に
は
、
李
衛
が

朱
来
章
を
訊
問
し
、

そ
れ
に
劃
す
る
供
吠
を
載
せ
て
ゐ
る
が
、
そ
の

一
節
に

彼
向
日
無
柳
。
因
往
東
洋
行
盤
。
曾
治
感
長
崎
頭
目
王
家
。
得
有

厚輪開
。
故
不
興
商
人

一
同
拘
管
庫
内
。
建
酬
以
倭
照
。
貿
易
数
年
。

家
漸
盟
盈
。

と
見
え
て
ゐ
る
。
こ
の
供
朕
は
六
年
九
月
二
十
五
日
の
僚
の
記
事
に

叫
到
臆
ナ
る
も
の
で
あ
り
、
倭
王
は
長
崎
頭
目
玉
家
に
相
嘗
ナ
る
か
ら
、

長
崎
奉
行
を
倭
王
と
い
っ
た
こ
と
は
関
連
ひ
な
い
。
而
も
信
牌
を
管

轄
す
る
の
は
長
崎
奉
行
で
あ
る
か
ら
、
長
崎
奉
行
を
倭
王
と
い
っ
た

こ
と
は
い
よ
い
よ
以
て
明
白
で
あ
ら
う
。
た
Z

何
故
に
長
崎
奉
行
を

王
家
と
呼
栴
し
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
た
Z

遁
航

一
一
覚
巻

「
正
保
二
年
春
、
答
長
崎
王
談
」

の
僚
に

明
園
の
商
人
長
崎
の
奉
行
を
長
崎
王
と
稿
す
る
と
な
り
。

と
あ
り
、
明
未
明
人
が
屡
々
長
崎
奉
行
に
援
兵
を
請
う
た
の
で
、
長

崎
奉
行
を
特
別
K
骨
骨
敬
す
る
意
味
で
王
競
を
稿
し
た
の
か
も
し
れ
な

ぃ
。
な
ほ
、
多
数
の
醤
者
が
渡
来
し
た
こ
と
は
通
航
一
賢
官

「儒
菌
井
技
甚
之
者
渡
来
」
及
び
同
書
巻
二
二
七

「醤
師
渡
来
」
等
の

僚
に
詳
読
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
醤
者
の
渡
来
も
日
本
か
ら
の
要
望
に

よ
る
も
の
が
多
か
っ
た
ら
し
く
、
同
書
巻
二
二
ハ

「儒
瞥
渡
来
献
上

井
臨
時
信
牌
願
」
K

享
保
十
年
十
月
、
長
崎
b
入
津
之
唐
人

朱
来
章

朱
子
章

朱
細
川
章

右
三
人
入
津
醤
師
な
り
。
西
圏
諸
家
之
醤
師
、
右
唐
人
b
出
品
閏
度

由
之
者
、
勝
手
次
第
長
崎
奉
行
b
申
達
、

舎
可
申
者
也
。
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と
あ
る
に
よ
っ
て
、

そ
の
聞
の
事
情
が
察
せ
ら
れ
る
。

ζ

れ
ら
の
瞥

者
が
鯖
園
ナ
る
時
、
信
牌
を
輿
へ
ら
れ
る
者
の
あ
っ
た
こ
と
は
上
述

の
、
通
り
で
あ
る
。

な
ほ
獣
酎
留
に
闘
し
て
は
、
務
正
株
批
論
旨
、
第
四
一
冊
、
薙
正
六

年
八
月
初
八
日
の
僚
に

帯
去
蘇
州
獣
醤
宋
姓
。
在
彼
療
治
馬
匹
。

と
あ
る
。
こ
の
宋
某
が
宋
惇
二
と
い
ふ
姓
名
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
同

書
第
一
冊
、
苦
時
棒
、
薙
正
六
年
十
月
十
五
日
の
僚
に

榛
覆
稿
。
今
於
蘇
州
地
方
。
業
時
柑
宋
姓
獣
醤
訪
出
。
察
知
其
人
名
。

叫
宋
俸
二
。
現
在
出
洋
未
開
。



と
見
え
て
ゐ
る
こ
と
に
よ
っ
て
判
明
ナ
る
。
ま
た
遁
航
一
賢
巻
二
二

七
「
暫
師
渡
来
」
に

同

(
享
保
)
十
二
丁
未
年
六
月
、
馬
醤
劉
経
先
等
渡
来
せ
り
。

と
あ
り
、
享
保
十
二
年
(
薙
正
五
年
)
に
蘇
州
の
人
、
馬
醤
劉
経
先

が
渡
来
し
て
ゐ
る
。
同
書
巻
二
二
三
に
は
劉
鰹
光
に
作
っ
て
ゐ
る
が
、

誤
植
で
あ
ら
う
。

な
ほ
嘗
時
の
我
が
園
の
醤
皐
界
に
か
い
て
は
、
中
園
の
醤
書
が
求

め
ら
れ
た
こ
と
は
、
薙
正
珠
批
識
旨
巻
四
二
、
李
衛
、
薙
正
八
年
三

月
初
十
日
の
僚
に

夷
島
(
中
略
)
欲
購
太
卒
聖
恵
方
。
(
中
略
)
不
敢
如
前
日
私
帯
。
必

令
線
商
向
臣
菓
明
。
若
無
准
行
批
示
。
即
有
倫
往
。

と
あ
り
、

日
本
に
お
い
て
、
太
卒
聖
悪
方
を
購
入
せ
ん
と
欲
し
た
こ

と
を
述
べ
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
の
醤
書
の
不
明
の
駐
を
質
問
ナ
る
上
か

ら
も
、
醤
者
の
招
聴
が
必
要
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
遁
航
一
覧
巻
一
一
一

六
「儒
醤
渡
来
献
上
井
臨
時
信
牌
願
」
に
は

兵
部
大
輔
親
俊
三
男
今
大
路
式
部
少
輔
親
額

享
保
十
年
七
月
廿
目
、
中
華
之
醤
朱
子
章
長
崎
b
来
候
に
付
、
醤

書
之
内
不
審
成
儀
、
書
翰
を
以
相
尋
可
申
旨
、
加
納
遠
江
守
般
(
按

一
六
日
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ナ
る

K
、
御
側
久
通
な
り
。
)
被
仰
渡
候
市
贈
答
仕
候
。
(
今
大
路

家
譜
)

と
見
丈
、

そ
の
績
き
に
は
漢
文
の
返
書
が
記
さ
れ
、
並
び
に
和
解
も

添
附
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
と
の
や
う
に
、
嘗
時
の
日
本
K
L
Z
い
て
は
、

漢
法
欝
が
流
行
し
、
従
っ
て
、
多
数
の
漢
法
突
が
輸
入
せ
ら
れ
た
ζ

と
は
、
遁
航
一
品
質
の
各
慮
に
見
え
て
ゐ
る
。

次

K
中
園
人
が
多
数
長
崎
に
来
る
や
う
に
な
る
と
、
長
崎
に
は
崇

一
幅
寺
を
始
め
、
多
数
の
中
園
寺
院
が
開
基
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
寺

院
の
住
職
に
は
中
閣
の
僧
侶
が
招
鴨
せ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ

の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ナ
で
に
矢
野
博
士
が
長
崎
市
史
遁
交
貿
易
編
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に
お
い
て
詳
読
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
、
賛
言
を
避
け
、
た

x
こ
れ
ら

の
信
侶
も
中
園
商
人
の
斡
旋
に
よ
っ
て
渡
来
し
た
こ
と
を
附
言
し

τ

hs
き
た
い
。

以
上
述
べ
た
や
う
に
、
中
園
商
人
は
中
園
か
ら
儒
土
や
瞥
者
或
ひ

は
軍
人
・
信
侶
等
を
連
れ
来
る
の
み
な
ら
や
ノ
、
武
器
や
軍
馬
を
も
賂

来
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
大
清
律
例
程
二

O
兵
律
閥
、
津
「
私
出
外
境
及

違
及九禁
下牌 下
海 馬 海
者牛」

杖軍の
ー需篠
百識に
。 貨

軍未
器成
銅
銭
鍛
疋
紬
絹
綜
綿

私
出
外
境
貨
買

と
あ
り
、
馬
や
軍
需
品
を
以
て
下
海
ア
る
者
は
杖
一
百
に
慮
せ
ら
れ
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た
。
さ
ら
に
同
警
に
は
縮

M
V
T

若
将
人
口
軍
器
出
境
及
下
海
者
絞
監
候
。
因
而
走
世
事
情
者
斬
監

候
と
あ
り
、
人
口

や
軍
器
を
以
て
下
海
ナ
る
者
、
つ
ま
り
先
に
述
べ
た

武
人
・
儒
土

・
暫
者

・
僧
侶
や
軍
器
を
以
て
日
本
に
渡
航
す
る
者
は

絞
監
候
、
も
し
秘
密
を
漏
洩
す
れ
ば
斬
監
候
に
鹿
せ
ら
れ
る
筈
で
あ

っ
た
。
醤
者
や
僧
侶
の
渡
航
K
闘
し
て
は
、
潅
正
帝
は
寛
大
な
屍
置

を
と
ら
し
め
た
け
れ
と
も

と
も
か
く
、
商
人
が
武
人
や
軍
馬

・
軍

器
を
伴
っ
て
日
本
に
渡
航
す
る
場
合
に
は
、
相
や
固
な
昆
罰
を
健
悟
し

て
を
ら
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
や
ヘ
商
人
は
日

本
側
の
要
請
に
臆
じ
、

泣
禁
の
人
や
物
を
将
来
し
て
長
崎
に
や
っ

て

来
た
の
は
何
故
か
と

い
ふ
に、

こ
れ
ま
で
述
べ
た
諸
例
に
よ
っ
て
も

分
る
や
う
に
、
も
し
こ

の
要
請
に
臆
じ
な
け
れ
ば
、
信
牌
を
う
る
こ

と
が
困
難
で
あ
り
ま
た
興

へ
ら
れ
た
信
牌
も
返
還
を
強
ひ
ら
れ
る

慎
れ
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
な
ほ
違
禁
の
人
物
を
持
来
す
れ
ば
諸

種
の
賜
興
が
あ
っ
た
こ
と
は
い

ふ
ま
で
も
な
か
ら
う

五

長
崎
貿
易
に
よ
る
中
国
商
人
の
利
潤

以
上
述
べ
た
や
う
に
、
中
園
商
人
は
信
牌
受
領
に
闘
し
て
は
激
烈

な
競
争
を
し
た
。
そ
れ
は
長
崎
貿
易
に
よ
っ
て
莫
大
な
利
盆
を
得
る

こ
と
が
出
来
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
中
園
人
が
長
崎
か
ら
も
ち
か

へ
っ
た
銅
に
つ
い
て
見
ょ
う
。
薙
正
珠
批
論
旨
第
四
七
冊
性
桂
難
正

七
年
六
月
三
十
日
の
候
に

査
商
船
田
樟
貨
物
。
向
例
四
分
銅
斤
。
六
分
係
彼
庭
海
菜
等
貨
。

名
目
包
頭
。
客
商
止
於
銅
斤
。
得
獲
利
息
。

と
あ
り
、
中
園
高
人
が
日
本
か
ら
の
険
入
銅
に
よ
っ
て
利
益
が
あ
る

こ
と
を
停
へ
て
ゐ
る
。
こ
の
こ
と
は
中
園
商
人
が
長
崎
か
ら
出
来
る

だ
け
多
く
の
銅
を
も
ち
輔
ら
う
と
し
た
こ
と
か
ら
も
想
像
せ
ら
れ
る
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の
で
あ
る
が

こ
ふ
で
は
史
料
に
即
し
て
具
健
的
に
考
察
し
て
見
よ

ぅ
。
自
主
朝
文
献
通
考
、
銭
法
の
僚
に
よ
る
に
、
康
照
三
年
(
一
六
六

四
年
、
寛
文
四
年
)

の
銅
債
は
毎
斤
、
六
分
五
賛
、
百
斤
に
し
て
六

雨
五
銭
で
あ
っ
た
。
ζ

の
銅
債
は
次
第
に
昂
貴
し
た
。
政
府
で
は
銭

銭
額
を
確
保
す
る
た
め
、
銅
禁
令
を
瑳
布
し
民
聞
に
LS

け
る
銅
器
の

使
用
を
禁
止
も
し
く
は
制
限
し
た
が
、
民
聞
に
か
け
る
銅
器
使
用
の

傾
向
に
は
抑
へ
が
た
き
も
の
が
あ
り
、
質
際
に
は
こ
の
禁
令
は
あ
ま

り
遵
守
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
時
間
銭
ナ
る
後
か
ら
制
銭
が
鈎
般
せ
ら
れ

た
の
は
こ
れ
が
た
め
で
あ
る
。

そ
ζ

で
政
府
で
は
盆
々
銅
触
を
多
く

採
買
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
や
う
な
政
府
や
民
間
の
銅
に
封



ナ
る
強
い
需
要
か
ら
銅
債
は
次
第
に
騰
貴
し
た
。
殊
に
康
照
の
境
ま

で
は
、
中
園
の
銅
斤
は
殆
ん
と
そ
の
大
部
分
を
日
本
に
仰
い
で
ゐ
た
。

一
方
日
本
で
は
銅
の
産
額
は
次
第
に
減
少
し
た
の
で
轍
出
銅
額
を
制

限
し
た
。
中
園
に
お
け
る
銅
債
の
騰
貴
は
長
崎
に
訟
け
る
銅
の
験
出

制
限
と
密
接
な
閥
係
が
あ
っ
た
こ
と
は
注
意
す
べ
き
現
象
で
あ
る
。

寛
文
八
年
は
康
照
七
年
二
六
六
八
年
)
に
蛍
り
、

日
本
で
は
若
干

の
例
外
を
除
き
銀
・
銅
の
輸
出
を
禁
止
し
た
。
こ
れ
が
た
め
に
中
園

で
は
銅
の
排
底
か
ら
銅
慣
が
昂
貴
し
、
康
照
十
二
年
に
は
公
定
債
毎

斤
六
分
五
麓
に
脚
債
玉
置
を
加
へ
、
毎
斤
七
分
に
値
上
げ
し
て
ゐ
る
。

こ
の
銅
債
の
騰
貴
は
日
本
に
訟
け
る
銅
の
輪
出
禁
止
と
関
係
が
あ
る

ら
し
い
。
ま
た
貞
享
二
年
は
康
照
二
十
四
年
(
一
六
八
五
年
)

で、

先
に
述
べ
た
や
う
に
、

い
は
ゆ
る
御
定
高
商
法
が
賓
施
せ
ら
れ
、
銅

の
織
出
高
を
制
限
し
た
。
翌
、
二
十
五
年
に
公
定
銅
債
毎
斤
一
銭
に

値
上
げ
し
て
ゐ
る
の
は
、
銅
の
品
輸
出
制
限
の
結
果
の
や
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
康
照
五
十
七
年
に
は
公
定
債
毎
斤
一
銭
四
分
五
置
に
値
上
げ

し
て
ゐ
る
が
、
と
れ
は
三
年
前
に
h
F

け
る
康
照
五
十
四
年
(
一
七
一

五
年
)
、
つ
ま
り
日
本
に
か
け
る
正
徳
五
年
の
貿
易
新
例
、
ナ
な
は
ち

大
幅
の
銅
の
輸
出
制
限
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
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ま
た
薙
正
八
年
(
一
七
一
ニ

O
年
・
享
保
十
五
年
)

に
は
公
定
債
毎
斤

二
銭
に
ま
で
値
上
げ
し

T
ゐ
る
。
こ
の
値
上
げ
は
薙
正
帝
の
通
貨
政

策
、
つ
ま
り
増
鋳
政
策
と
も
閥
係
が
あ
る
が
、
康
県
五
十
四
年
以
来
、

日
本
で
は
中
園
へ
の
銅
触
輪
出
を
制
限
し
て
中
園
輸
入
の
銅
触
が
減

少
し
て
ゐ
る
所
へ
、
落
正
五
年
(
一
七
二
七
年
)
中
園
人
の
南
洋
に

行
く
禁
令
を
解
い
て
か
ら
、
銅
の
南
洋
方
面
に
流
出
ナ
る
も
の
が
多

く
な
っ
た
こ
と
と
も
開
係
が
あ
る
ら
し
い
。
皇
朝
文
献
通
考
巻
一
七

乾
隆
十
四
年
の
僚
に

南
洋
白
菜
正
五
年
。
開
禁
以
来
。
商
民
皆
得
前
往
市
易
。
市
紅
葉

銅
輿
銅
器
。
皆
不
在
禁
例
。
綾
南
洋
地
不
産
銅
。
各
船
販
往
者
甚
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多。
と
見
え
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
に
中
園
に
か
け
る
銅
債
は
貿
易
こ
と
に

日
本
貿
易
の
影
響
の
も
と
に
騰
貴
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
正
徳
五
年
(
康
照
五
十
四
年
)

に
、
日
本
K
L
Z
い
て

は
正
徳
新
例
を
護
布
し
、
貿
易
を
制
限
し
、
中
園
船
の
長
崎
入
港
は

毎
年
三
十
隻
、
中
園
へ
の
銅
輸
出
額
は
三
百
寓
斤
と
制
限
し
た
こ
と

は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
頃
、
中
園
k
h
z
け
る
公
定
銅
債

は
今
指
摘
し
た
や
う
に
、
毎
斤
一
銭
四
分
五
輩
、
百
斤
十
四
雨
五
銭

で
あ
っ
た
。
然
る
に
ζ

の
頃
長
崎
に
b
け
る
中
園
人
向
け
寅
銅
債
は

百
斤
に
つ
き
十
一
雨
四
銭
二
分
で
あ
っ
た
(
融
問
1
1一
四
時
九
)
。
つ
ま
り
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百
斤
の
銅
を
も
ち
か
へ
れ
ば
、
三
雨
八
分
の
利
益
が
あ
っ
た
わ
け
で

あ
る
。
三
百
高
斤
の
銅
で
は
九
寓
二
千
四
百
雨
の
利
盆
と
い
ふ
こ
と

に
な
る。

一
隻
分
の
利
盆
は
三
千
八
十
雨
に
な
る
。
と
こ

ろ
で
薙
正

の
頃
ま
で
の
銅
の
職
入
商
人
は
み
な
官
商
で
あ
っ
て
、
洋
銅
(
日
本

銅
)
を
採
買
す
る
た
め
に
、
政
府
か
ら
改
め
資
金
を
支
給
せ
ら
れ
て

ゐ
た
。
皇
朝
文
献
遁
考
巻

一
五
雄
正
二
年
の
僚
に

耕
銅
洋
船
。
皆
係
預
傾
債
銀
。
淑
江
先
後
。
日
夜
銀
六
十
除前向
雨
。

而
銅
帥
解
部
者
甚
少
。
不
濁
銅
期
久
誤
。
抑
且
銅
債
虚
懸
。

と
あ
り、

同
書
、
薙
正
十
一
年
の
僚
に
は

各
省
出
洋
腕
銅
商
人
。
毎
因
限
期
寛
裕
。
時間本
年
所
領
脊
項
。
営

運
射
利
。
新
蓄
榔
移
。

と
見
え
て
ゐ
る
。
然
る
に
ζ

れ
ら
の
記
事
か
ら
も
分
る
や
う
に
、
拙附

銅
商
人
は
支
給
せ
ら
れ
た
資
金
を
流
用
し
て
営
運
ナ
る
の
み
な
ら
や
ノ、

採
買
銅
帥
を
全
部
政
府
に
納
入
せ
歩
、
密
資
ナ
る
者
も
あ
っ
た
ら
し

ぃ
。
こ
れ
が
た
め
に
積
欠
銅
が
甚
だ
多
く
な
り
、
政
府
の
採
買
資
金

は
使
ひ
こ
ま
れ
て
、
買
銅
の
成
績
が
少
し
も
あ
が
ら
な

い
の
で
、
乾

隆
十
四
年
(
一
七
四
九
年

・
寛
延
二
年
)

に
は
官
商
と
と
も
に
、
民

商
の
洋
銅
採
買
を
許
可
ナ
る

K
至
っ
た
。

同
書
巻

一
七
に
は

先
是
。
江
湖
承
卿
京
局
銅
触
。
各
洋
商
皆
預
先
領
格
。
至
乾
隆
三

年
。
停
止
耕
運
。
而
商
人
積
欠
甚
多
。
未
能
清
徴
。
嗣
困
江
蘇
開

銭
。
男
招
自
機
資
本
之
新
商
。
創
給
興
奮
商
所
用
倭
照
。
出
洋
採

銅。
と
あ
り
、
官
商
の
積
欠
が
甚
だ
多
く
な
っ
た
ζ

と
を
述
べ

T
ゐ
る
。

ナ
ぐ
そ
の
後
に
結
い
一
L

査
乾
隆
十
四
年
。
議
採
姉
洋
銅
。
毎
年
額
定
十
五
船
。
除
官
商
疋

清
注
銅
鉛
係
領
何
日
巾
蹄
銅
外
。
民
商
自
抑
者
共
十
二
船
。

と
見
え
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
は
何
故
に
官
商
が
採
買
銅
を
密
賀
し
た
か

と
い
ふ
に
、
公
定
銅
債
と
市
債
と
の
間
に
あ
ま
り
大
き
な
聞
き
が
あ
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っ
た
か

ら
で
あ
る
。

同
書
巻

二
ハ
、

乾
隆
五
年
、
江
蘇
巡
撫
張
渠
の

上
奏
の

一
節
に

凡
洋
商
自
行
細川
回
之
銅
。
即
令
江
湖
二
省
。
酌
量
定
債
。
収
買
開

銭。

見
今
洋
銅
市
債
。
毎
百
制
約
需
二
十
雨
。
興
部
定
債
毎
百
糊

給
銀
十
四
雨
五
銭
者
。
多
寡
懸
殊
。

と
あ
り
、
公
定
銅
債
は
市
債
と
の
聞
に
、
毎
百
斤
五
雨
五
銭
の
聞
き

が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

官
商
が
洋
銅
を
聞
に
流
す
の
は
蛍
然
の
と
と

と
恩
は
れ
る

0

・な
ほ
こ
れ
ら
の
商
人
は
長
崎
及
び
そ
の
近
海
に
か
い

て
日
本
商
人
と
密
貿
易
を
や
っ
た
。
銅
帥
も
額
外
に
多
く
密
買
し
て

か
へ
っ
た
ら
し
く
、

首
時
日
本
の
銅
商
が
多
額
の
銅
を
密
買
し

ζ 



れ
が
暴
露
し
て
慮
刑
さ
れ
る
者
が
砂
く
な
か
っ
た
(
一
地
龍
一

dJd瞬)。

以
上
は
銅
加
の
職
入
の
み
に
つ
い
て
、
中
園
商
人
の
利
益
に
つ
い
て

考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、

日
本
来
航
の
中
園
商
人
は
輪
出
入
南
面
に

お
い
て
莫
大
な
利
益
が
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。

ーι.‘，、、

牌

信

問

題

以
上
述
べ
た
や
う
に
、
中
園
商
人
は
長
崎
貿
易
に
必
い
て
は
莫
大

な
利
盆
が
あ
っ
た
の
で
、
信
牌
受
領
に
闘
し
て
は
並
々
な
ら
ぬ
努
力

を
排
ひ
、
激
烈
な
競
争
を
し
た
。
薙
正
珠
批
識
旨
第
四
三
冊
、
薙
正

十
三
年
六
月
初
四
日
の
僚
に

有
漸
江
姦
商
胡
雲
客
。
欲
圃
輩
断
。
勾
遁
夷
目
。
設
立
倭
照
。
江

漸
各
二
十
一
張
。
分
年
輪
番
。
無
照
不
許
貿
易
。

と
あ
り
、
信
牌
の
設
立
も
中
園
側
の
商
人
胡
雲
客
が
長
崎
貿
易
の
利

盆
を
溺
占
し
よ
う
と
日
本
側
に
働
き
か
け
た
結
果
で
あ
る
と
も
停
へ

ら
れ
て
ゐ
る
。
い
づ
れ
に
し
て
も
正
徳
五
年
、

日
本
が
中
園
船
の
入

港
数
を
制
限
し
、
信
牌
を
援
輿
ナ
る
に
際
し
て
は
端
ゑ
く
も
大
問
題

を
惹
起
し
た
。
ナ
な
は
ち
、
信
牌
の
授
輿
に
興
ら
な
か
っ
た
中
園
商

人
が
、
信
牌
を
う
け
た
商
人
を
政
府
に
議
訴
し
た
た
ゆ
に
、
信
牌
は
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全
部
一
陸
政
府
に
波
収
さ
れ
、
長
崎
貿
易
が
一
時
中
断
す
る
と
い
ふ

事
態
が
起
っ
た
。
嘗
時
信
牌
を
う
け
た
た
め
に
議
訴
に
あ
っ
た
康
東

船
頭
李
輯
土
の
報
告
が
、
通
航
一
一
党
各
二
ハ
七
「
康
東
船
頭
李
翰
土

物
語
之
魔
」

に
見
え
る
。
そ
の
梗
概
を
述
べ
る
と
、
康
照
五
十
五
年

(
享
保
元
年
)
五
月
頃
、

寧
波
に
hz
い
て
、

何
者
か
の
手
に
よ
っ
て

「
去
年
信
牌
を
申
請
候
商
人
共
日
本
に
随
ひ
申
候
」
と
い
ふ
張
り
紙
が

出
さ
れ
た
。
そ
の
後
間
も
な
く
、
謝
叶
運

・
荘
運
卿
ら
十
五
六
人
の

中
園
商
人
が
、
信
牌
を
支
給
せ
ら
れ
な
か
っ
た
腹
癒
せ
に
、
信
牌
の

支
給
を
受
け
、

日
本
貿
易
の
特
権
を
占
有
ナ
る
に
至
っ
た
輩
宜
日

・

胡
雲
客
・
李
輯
土
ら
四
十
三
人
が
、
日
本
の
年
競
を
書
い
た
信
牌
を

受
領
し
た
の
は
、
日
本
の
正
削
を
奉
す
る
も
の
で
、
朝
廷
に
背
き
日
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本
に
随
は
ん
と
ナ
る
も
の
で
あ
る
と
、
寧
波
府
鄭
豚
の
知
豚
鄭
氏
の

所
へ
議
訴
し
た
。
と
こ
ろ
が
知
臓
は
事
重
大
と
あ
っ
て
自
ら
庭
置
せ

歩、

ζ

れ
を
湖
閣
総
督
・
淑
江
巡
撫
に
上
申
し
て
指
揮
を
仰
い
だ
。

そ
ζ

で
胡
雲
客
・
董
宜
日
ら
の
商
人
は
招
致
せ
ら
れ
て
訊
聞
を
う
け

た
。
ζ

の
時
信
牌
の
中
に
甘
結
と
い
ふ
文
字
が
あ
っ
て
問
題
と
な
り
、

い
か
な
る
こ
と
を
誓
約
し
た
か
と
訊
聞
を
う
け
た
の
で
、
篠
約
の
寓

し
を
提
出
し
て
申
披
き
を
し
た
。
な
ほ
商
人
ら
四
十
三
枚
の
信
牌
は

寧
波
府
の
海
閥
へ
差
出
し
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
時
、
督
撫
と
海
閥

と
の
意
見
が
相
掛
立
し
た
こ
と
は
、

一薙
正
珠
批
論
旨
第
四
一
冊
薙
正
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六
年
九
月
二
十
五
日
の
僚
に

康
県
五
十
四
年
。
夷
人
創
立
長
崎
鐸
司
倭
照
。
給
興
内
地
商
人
領

運
。
彼
時
督
撫
奥
海
開
。
意
見
不
問
。

と
見
え
て
ゐ
る
。
こ
の
事
件
の
食
議
に
は
、
漸
江
の
按
察
司

・
布
政

司位一寸も
嗣
係
し

さ
ら
K
後
に
は
南
江
総
督
も
加
は
る
や
う
に
な
っ

た。

始
め・
一市
江
の
総
督

・
巡
撫
は
李
輯
士
ら
に
有
利
な
判
決
を
下
し

た
。
ナ
な
は
ち
、
日
本
K
は
日
本
の
年
放
が
あ
り

日
本
か
ら
護
行

し
た
信
牌
に
日
本
の
年
放
を
書
く
こ
と
は
首
然
の
こ
と
で
あ
る
、

い
ふ
ζ

と
を
荘
運
卿
ら
に
惇
へ
た
た
め
に
、
荘
運
卿
ら
は
こ
れ
を
不

服
と
し
て
、
さ
ら
に
南
京
の
闘
部
に
訴
へ

出
た
。
蓋
し
、
胡
雲
客
ら

四
十
三
人
の
商
人
の
中
に
は
江
蘇
の
商
人
が
多
数
居
た
か
ら
で
あ
ら

ぅ
。
と
ζ

ろ
で
、

こ
の
問
題
は
南
京
間
部
か
ら
雨
江
総
督
の
手
に
移

さ
れ
た
が
、
解
決
を
見
ヂ
、

中
央
政
府
ま
で
も
ち
こ
ま
れ
、
問
題
が

重
大
化
し
た
。
ζ

の
聞
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
通
航
一
一
党
各
二
ハ
七

に
崎
港
商
読
を
引
き

「享
保
二
年
八
月
十
七
日
、
三
番
蹟
東
船
之
唐

人
共
申
口
」
に
詳
説
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
ナ
な
は
ち
、

こ
の
事
件
は
園

典
に
か
込
は
る
と
い
ふ
の
で
、
南
京

・
湖
、
江
の
総
督

・
巡
撫
か
ら
朝

廷
に
上
奏
し
た
。
朝
廷
で
は
戸
部
備
蓄
組
申
喬
に
命
じ
て
審
議
し
て

覆
奏
せ
し
め
た
が
、
越
申
喬
の
覆
奏
も
日
本
の
正
朔
を
奉
歩
る
は
園

韓
に
闘
ナ
る
と
い
ふ
意
見
で
あ
っ
た
ら
し
く
、

再
び
九
卿

・
窟
事

科
道
K
審
議
覆
奏
せ
し
め
た
。
然
る
に
そ
の
結
果
も
や
は
り
、
組
申

喬
と
同
じ
意
見
で
あ
っ
た
ゃ
う
で
、
康
照
帝
の
意
に
叶
はやノ
、
ζ 

れ

が
た
め
に
い
つ
ま
で
た
っ

τも
可
と
も
不
可
と
も
赦
裁
が
下
ら
な
か

っ
た
。
商
人
は
信
牌
が
な
い
た
め
に
日
本
に
貿
易
に
行
く
ζ

と
が
出

来
や
ノ、
途
K
湖
江
巡
撫
徐
元
夢
を
動
か
し
て
勅
裁
を
奏
請
し
た
。
そ

ζ

で
朝
廷
で
は
康
照
五
十
六
年
二
月
、
再
び
戸
部
向
書
越
申
喬
に
審

と

議
を
命
じ
た
。
と
こ
ろ
が
今
度
は
越
申
喬
ら
は
前
読
を
ひ
る
が
へ

し、

由
来
交
易
の
道
は
互
ひ
に
印
判
を
以
て
謹
擦
と
す
る
こ
と
は
、
商
人
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の
常
道
で
あ
る
。
長
崎
の
通
事
が
信
牌
を
輿
へ
る
の
は
、
商
買
の
使

宜
上
、
商
人

へ
印
判
の
票
照
を
取
替
は
し
た
る
ま
で
の
こ
と
で
あ
り
、

園
典
に
か

与
は
る
と
い
ふ
や
う
な
大
事
で
は
な
い
と
奏
議
し
、
始
め

て
帝
意
に
叶
ひ
、
四
十
三
人
の
商
人
に
射
す
る
懸
疑
は
晴
れ
、
信
牌

も
返
還
さ
れ
て
従
来
の
ど
と
く
、
長
崎
に
往
来
貿
易
ナ
る
ζ

と
が
許

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
ζ

ろ
で
、

こ
れ
よ
り
先
、
中
園
商
人
は
信
牌
を
政
府
に
波
収
せ

ら
れ
た
た
め
に
、
康
照
五
十
五
年
(
享
保
元
年
)
に
は
長
崎
に
貿
易

に
行
く
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
、
長
崎
入
浴
の
中
園
船
は
一
隻

も
な
か
っ
た
。
尤
も
贋
東
船
頭
李
報
士
の
ど
と
く
、
長
崎
に
来
て
信



牌
を
政
府
に
波
収
せ
ら
れ
た
か
ら
、
特
別
の
計
ら
ひ
で
貿
易
を
許
可

し
て
も
ら
ひ
た
い
と
請
願
す
る
者
も
あ
っ
た
が
、
長
崎
奉
行
は
ζ

れ

を
許
可
し
な
か
フ
た
。

遁
航
一
覧
巻
一
六
七
「
(
享
保
元
年
)
閏
二
月

廿
八
日
、
在
勤
長
崎
奉
行
b
下
知
扶
」

に

贋
東
之
船
主
李
翰
士
事
之
子
細
承
知
候
。
(
中
略
)
其
所
申
は
、
官

所
b
信
牌
を
は
取
上
ら
れ
、

の
か
れ
来
候
由
K
候
。
是
則
古
来
申

侯
ぬ
け
船
之
類
に
候
。
此
に
て
ぬ
け
荷
商
賀
御
巌
禁
候
上
は
、
他

闘
よ
り
ぬ
け
来
候
船
可
被
留
置
候
道
理

K
無
之
候
問
、
早
速
積
戻

し
に
可
被
申
付
候
。

と
あ
り
、
幕
府
は
長
崎
奉
行

K
掛
し
、
李
翰
土
は
信
牌
が
な
け
れ
ば

と
積
戻
し
を
命
じ
て
ゐ
る
。
な
ほ
積
良
し
を
ナ
る
に
つ
き
、
幕
府
の

意
の
あ
る
所
を
漢
文
に
書
き
、
李
轄
土
ら
に
手
交
す
る
や
う
に
命
じ

て
ゐ
る
。
ζ

の
下
知
は
直
ち
に
質
行
に
移
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
嘗
時
日
本
で
は
中
園
の
信
牌
問
題
に
つ
い
て
は
、
な

ほ
半
信
牢
疑
の
扶
態
で
、
李
翰
土
ら
の
い

ふ
こ
と
も
疑
念
を
も
っ
て

聞
い
て
ゐ
た
。
同
書
「
長
崎
恭
行
所
よ
り
唐
通
事
共
へ
申
渡
し
書
付

の
案
文
」

に
は

李
翰
土
申
ナ
所
は
官
所
に
て
の
食
議
に
は
有
へ
か
ら
ナ
候
。
皐
寛
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外
園
に
hx
い
て
、
私
の
商
買
を
禁
せ
ら
れ
候
も
、
我
園
k
h
z
い
T

私
の
商
買
を
禁
せ
ら
れ
候
も
同
じ
義
に
候
上
は
、
自
今
以
後
い
つ

れ
の
園
よ
り
来
候
商
舶
に
候
と
も
、
此
方
篠
約
を
守
り
難
く
、
此

方
の
信
牌
を
受
け
難
き
と
申
ナ
は
、
皆
々
事
を
本
閣
の
官
刑
に
か

こ
つ
け
、
私
の
商
貰
を
謀
る

へ
き
た
め
の
事
不
可
疑
侯
問
、

其、
遁

の
船
と
も
は
、
決
し
て
商
買
を
ゆ
る
ナ
へ
か
ら
ナ
候
問
、
此
旨
を

相
心
得
、
李
輯
土
を
も
積
民
し
に
申
付
候
へ
と
御
申
候
不
及
是
非

事
に
候
。

と
見
え
て
ゐ
る
ζ

と
に
よ
っ
て
も
、

そ
の
一
斑
が
察
知
せ
ら
れ
る
で

，

あ
ら
う
。

と
こ
ろ
で
、
信
牌
を
も
ら
っ
た
商
人
は
、
毎
年
長
崎
入
港
を
許
さ

ー
白

れ
た
か
と
い
ふ
に
、

さ
う
で
は
な
く
、
最
初
は
隔
年
に
一
度
ほ
と
貿

易
が
許
さ
れ
た
ら
し
い
。
同
書
巻
二
ハ
三
「
正
徳
五
年
正
月
、
唐
人

共
に
新
例
可
申
渡
次
第
L

K 

こ
れ
に
よ
り
て
最
初
の
聞
は
、
其
所
々
の
船
数
の
定
に
よ
り
て
割

符
を
渡
し
候
者
共
、
大
抵
隔
年
に
一
巡
し
侯
ほ
ど
を
以
て
其
限
と

ナ
へ
き
事
に
候
。
(
自
注
、
た
と
へ
は
南
京
人
の
中
、
割
符
を
渡
侯

も
の
十
四
人
な
る
時
は
、

一
年
に
七
般
つ
つ
隔
年
に
て
一
巡
ナ
へ

し
。
)

と
見
え
、
原
則
を
示
し
て
ゐ
る
が
、
正
徳
五
年
の
新
例
で
は
、
中
園
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船
は
毎
年
三
十
隻
に
限
定
せ
ら
れ
た
が
、
賓
際
、
信
牌
を
興
へ
ら
れ

た
者
は
四
十
三
人
で
あ
っ
た
。
ζ

の
四
十
三
人
の
商
人
は
い
か
に
し

て
貿
易
渡
海
の
年
を
さ
め
た
か
と
い

ふ
に
、
同
室
百
に

係
約
を
相
守
る
へ
き
由
を
申
ナ
者
と
も
其
数
多
く
し
て
、

た
と
へ

は
南
京
船
は
七
般
、
寧
波
船
は
五
艇
の
定
数
に
候
へ
と
も
、
割
符

を
う
く
へ
き
も
の
は
十
人
徐
も
有
之
k

b
い
て
は
、
通
事
共
心
得

を
以
て
唐
人
共
の
存
寄
を
承
届
候
而
、
或
は
南
京
之
者
共
ね
、
嘗

年
渡
来
る
へ
き
由
の
割
符
五
枚
相
渡
し
候
は
ふ
、
向
所
の
者
共
各

申
合
候
而
、

首
年
の
船
放
割
符
の
数
程
渡
来
る
へ
き
よ
し
議
定
せ

し
め
候
か
、
或
文
南
京
寧
波
等
の
者
共
の
中
、
嘗
年
渡
来
る
へ
き

も
の
、
来
年
渡
来
る
へ
き
も
の
ふ
事
は
、
間
取
り
を
以
て
相
定
め

さ
せ
、
其
聞
に
任
せ
て
、
蛍
年
渡
来
る
へ
き
割
符
と
、
来
年
渡
来

る
へ
き
割
符
と
を
以
て
、
面
々
に
相
渡
し
候
か
、

い
つ
れ
の
方
に

も
唐
人
共
の
存
寄
を
通
事
共
承
届
候
而
、
其
上
に
而
相
定
め
ら
る

へ
き
事

K
候
。

と
あ
り
、

日
本
側
で
は
中
園
商
人
の
話
合
ひ
、
も
し
く
は
閣
引
き
を

以
て
決
定
す
る
や
う
指
示
し
て
ゐ
る
か
ら
、
恐
ら
く
か
う
い
う
手
紹

き
に
よ

っ
て
渡
航
の
順
番
が
さ
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
向
信
牌

は
そ
の
輿
へ
ら
れ
た
首
人
だ
け
が
使
用
を
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

信
牌
さ
へ
も
っ

て
を
れ
ば
誰
で
も
貿
易
が
許
さ
れ
た
。
同
書
に
は

割
符
を
う
け
候
唐
人
は
、
故
あ
り
て
渡
来
ら
す
、
別
人
に
其
割
符

を
あ
た
へ
候
と
も
、
割
符
持
来
り
候
に
お
い
て
は
、
其
人
に
は
か

か
わ
ら
ナ
、
商
買
の
事
可
申
付
之
由
、
ナ
て
に
約
束
に
見
え
候
上

は
、
た
と
へ
別
人
渡
来
候
と
も
、
其
割
符
に
任
せ
て
商
頁
可
申
付

事
勿
論
に
候
。

と
見
え
て
ゐ
る
と
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ら
う
。

七

信
牌
問
題
の
原
因

前
節
に
お
い
て
、
中
園
商
人
に
信
牌
を
支
給
し
た
こ
と
が
端
な
く
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も
大
き
な
政
治
問
題
を
惹
き
起
し
た
ζ

と
を
述
べ
た
。
た
H
A

商
人
が

日
本
の
年
践
を
書
入
れ
た
信
牌
を
受
領
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ

ほ
ど
大
騒
ぎ
を
ナ
る
ほ
ど
大
き
な
問
題
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。
今
日

か
ら
考
へ
れ
ば
全
く
滑
稽
な
ほ
ど
の
事
件
で
あ
っ
た
。
し
か
し
中
園

で
は
、
嘗
時
は
な
ほ
中
華
思
想
が
盛
ん
で
あ
っ
て

日
本
等
は
野
壁

な
闘
周
囲
位
に
考
へ
て
ゐ
た
時
代
で
あ
る
か
ら
、
信
牌
を
輿
へ
ら
れ
な

か
っ
た
商
人
が
、
形
式
を
重
ん
や
ノ
る
官
僚
に
射
し
て
、
積
極
的
に
あ

ら
ゆ
る
手
段
を
壷
し
て
謹
言
を
ナ
れ
は
、
確
か
に
問
題
に
し
う
る
性

質
の
事
件
で
あ
っ
た
。



寧
波
や
南
京
の
闘
部
も
し
く
は
督
撫
が
自
ら
こ
の
問
題
を
解
決
せ

タ
し
て
中
央
政
府
に
ま
で
も
ち
と
ん
だ
の
は
、

こ
と
園
睦
に
開
ナ
る

と
い
ふ
の
で
、
形
式
の
や
か
ま
し
い
中
園
の
と
と
で
あ
る
か
ら
軽
卒

に
解
、
決
を
し
て
後
で
慮
分
せ
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
た
診
で
あ
ら
う
。

ち
ゃ
う
と
戦
前
、

日
本
で
は
些
細
な
事
柄
で
も
、
園
践
に
反
ナ
る
き
一
同

論
で
も
し
て
反
駁
せ
ら
れ
る
と
、

ζ

れ
に
劃
し
て
は
癖
解
の
し
ゃ
う

が
な
か
っ
た
ゃ
う
K
、
中
闘
で
は
園
鐙
に
反
す
る
と
い
ふ
理
由
で
弾

劾
せ
ら
れ
る
と
、

ζ

れ
に
射
し

τは
排
明
の
し
ゃ
う
が
な
い
。
そ
ζ

で、

ζ

の
信
牌
の
問
題
も
些
細
な
問
題
で
あ
り
・
な
が
ら
、
最
後
に
は

康
照
帝
の
裁
決
を
侠
た
・
な
け
れ
ば
な
ら
・
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

が
信
牌
問
題
が
重
大
な
政
治
問
題
に
ま
で
も
護
展
し、

容
易
に
解
決

を
見
・な
か
っ
た
一
つ
の
理
由
で
あ
ら
う
。

も
う

一
フ
の
理
由
と
し
て
、
中
園
人
の
日
本
に
針
ナ
る
恐
怖
心
が

邸
中
げ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

中
園
人
に
は
い
は
ゆ
る
明
代
倭
冠
の
侵
冠

が
、
こ
の
頃
な
ほ
強
く
胸
底
に
刻
み
ζ

ま
れ
て
ゐ
た
。
薙
正
珠
批
識

旨
第
四
一
冊
、
薙
正
六
年
八
月
初
八
日

の
李
衛
の
上
奏
中
に

日
本
雄
係
叢
爾
島
夷
。
侍
其
銅
銭
撒
火
。
攻
撃
甚
遠
。
倭
万
器
械
。

犀
利
非
常
。
前
明
曾
屡
矯
海
患
。
於
東
洋
絹

一
強
冠
。
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日
本
人
は
明
代
屡
々
中
園
に
侵
入
し
、
そ
の
銅
製
の
大
砲

と
あ
り
、

や
日
本
刀
の
威
力
に
は
恐
る
べ
き
も
の
が
あ
る
と
い
ひ
、
更
に
ζ

れ

に
績
い
て

本
朝
威
盤
慣
伏
。
扉
跡
多
年
。
従
無
干
犯
中
華
。
聖
租
仁
皇
帝
。

食
允
舎
議
。
於
東
洋
貿
易
。
止
許
内
商
往
販
。
禁
其
自
来
。
原
有

深
意
。

と
あ
り
、

本
朝
に
な
っ
て
か
ら
は
、

日
本
は
そ
の
威
霊
に
犠
伏
し
、

中
園
を
侵
犯
し
た
ζ

と
は
な
い
。
し
か
し
、
康
照
帝
は
東
洋
の
貿
易

に
hw
い
て
、
中
国
人
が
日
本
K
行
く
こ
と
は
許
し
た
が
、

日
本
人
が

中
園
に
貿
易
に
来
る
ζ

と
を
禁
止
し
た
の
は
、
深
い
意
味
が
あ
っ
た

-57 -

の
で
あ
る
と
い
フ
て
ゐ
る
。
因
み
に
康
照
帝
の
詔
は
同
書
第
四

O
冊

李
衛
薙
正
五
年
二
月
十
七
日
の
僚
に

各
省
住
外
洋
貿
易
商
船
。
自
康
照
五
十
六
年
。
聖
租
仁
皇
帝
。
因

西
南
洋
呂
宋
喝
刑
夙
等
庭
地
方
。
多
緊
漢
人
。
是
以
定
例
。
内
地

商
船
。
止
許
往
東
洋
貿
易
。
勝
東
洋
来
船
禁
止
。
其
西
南
洋
各
園
。

聴
其
自
来
。
不
許
往
販
。
達
者
以
透
越
治
罪
。

と
見
え
る
も
の
を
指
ナ
。
尤
も
こ
の
頃
、
ナ
な
は
ち
康
照
五
十
六
年

は
日
本
で
は
享
保
二
年
に
や
回
り
、
鎖
園
を
質
施
し
バ

日
本
人
の
海
外

渡
航
を
禁
止
し
て
ゐ
た
時
で
あ
る
か
ら
、
中
国
で
日
本
人
の
渡
来
を

禁
止
し
な
く
て
も
、

日
本
人
は
公
然
と
中
園
K
は
貿
易
に
行
か
な
か
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っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
上
記
の
記
載
に
よ
っ

て
、
中
園
側
で
は
い
か
に
日
本
に
射
し
て
警
戒
を
し
て
ゐ
た
か

r
察

せ
ら
れ
る
。
ま
た
同
書
第
六

O
冊
、
ヰ
利
融
附
善
、
落
正
六
年
十
二
月
十

一
日
の
僚
に

臣
前
経
接
到
恰
親
王

・
大
皐
土
張
廷
玉
等
字
寄
。
奉
旨
。
著
臣
加

意
査
訊
防
範
日
本
外
洋
事
宜
。
欽
此
。

と
あ
り
、
落
正
帝
は
署
理
江
蘇
巡
撫
ヰ
ア
綴
善
に
海
防
と
く
に
日
本
に

謝
し
て
防
備
を
厳
重
に
ナ
る
や
う
命
じ
て
ゐ
る
。
ま
た
同
書
第
三
九

冊
、
柏
之
蕃
、
潅
正
六
年
九
月
十
七
日
の
僚
に
は

適
於
八
月
十
一
日
。
接
准
淑
江
督
臣
李
街
密
旨
内
柄
。
風
間
。
東

洋
日
本
。
近
来
不
甚
安
静
。
形
一迩
不
無
可
疑
。
江
湖
洋
面
相
通
。

磨
町
一

般
留
心
備
禦
等
因
到
臣
。

と
あ
り
、
漸
江
組
督
李
衡
か
ら
江
南
松
江
提
督
相
之
蕃
に
削
到
し
て
、

近
項
風
聞
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
情
勢
が
動
揺
し
て
危
慎
ナ
ベ
き
状
態

に
あ
る
か
ら
、
海
防
を
巌
重
に
ナ
べ
き
こ
と
を
通
牒
し
て
ゐ
る
。
こ

れ
よ
り
少
し
前
、
山
東
の
海
面
に
行
蹴
不
定
の
白
旗
を
掲
げ
た
二
隻

の
船
が
現
は
れ
た
ζ

と
が
あ
っ
た
。
守
備
兵
が
設
砲
し
た
り
、
鍵
を

な
ら
し
て
合
幽
を
し
た
が
、
こ
れ
に
鹿
じ
・な
か
っ
た
た
め
に
、
江
蘇

淑
江

・
一
隅
建
等
治
海
の
各
省
に
通
牒
を
護
し
て
、

海
防
を
巌
重
に
ナ

る
や
う
に
命
じ
、
大
分
騒
動
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

ζ

の
時
の
李

衡
の
上
奏
が
、
同
書
第
四
一
冊
薙
正
六
年
八
月
二
十
四
日
の
僚
に
見

え
て
ゐ
る
。
ナ
な
は
ち
、
行
腕
不
定
の
二
船
が
躍
州
濁
に
や
っ
て
来

た
の
で
、
砲
蓋
の
守
備
丘
(
が
裂
砲
し
た
が
、
該
船
は
太
鼓
を
た
ふ
い

て
相
腔
じ
た
だ
け
で
、
問
題
に
し

T
ゐ
な
い
所
か
ら
み
る
と
、
尋
常

の
匪
徒
で
は
あ
る
ま
い
。
或
ひ
は
日
本
人
は
江
蘇
・
淑
江
の
治
海
に

は
皆
海
軍
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
山
東
の
登
州
や
腰

州
に
や
っ
て
来
て
、
撤
蓋
や
汎
守
の
疎
密
、
海
軍
の
哨
巡
の
状
況
を

ひ
そ
か
に
探
偵
し
T
ゐ
る

の
か
も
し
れ
な

い
と
い
っ
て
ゐ
る
。

品川…る
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に
後
に
よ
く
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
船
は
一
幅
建
の
商
人
が

開砂
州
瀬
間
に
来
て
、
貿
易
せ
ん
と
ナ
る
船
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た

ヘ同
書
第
四
一
加
、
李
街
、
J

r
濯
正
六
年
九
月
二
十
五
日
)。

ζ

の
や
う
に
嘗
時
中
園
人
は
日
本
に
謝

し
て
榊
経
質
な
ほ
ど
警
戒
を
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

そ
ζ

で
中
園
で
は
日
本
の
情
勢
を
探
偵
す
る
た
め
に
、
絶
え
や
ノ
密

偵
を
日
本
に
迫
は
し
て
ゐ
た
。
同
書
第
四

一
冊
、
李
街
、
薙
正
六
年

八
月
初
八
日
の
僚
に
恥
け
る
李
衡
の
上
奏
K
劃
ナ
る
薙
正
帝
の
珠
批

議
己
自
に

首
年
聖
租
曾
因
風
聞
動
静
。
特
遣
織
造
烏
林
達
奏
繭
森
。
改
扮
商

人
。
往
彼
探
覗
。



と
あ
り
、
康
照
帝
は
織
造
の
官
吏
を
商
人
に
扮
し
て
日
本
に
や
り
、

動
静
を
探
ら
せ
て
ゐ
る。

ま
た
薙
正
時
代
に
も
密
偵
を
日
本
に
源
遣

し
た
こ
と
は
、
同
書
第
四
二
冊
、
李
街
、
薙
正
七
年
九
月
二
十
日
の

僚
に臣

前
因
東
洋
倭
夷
勾
商
。
爽
務
違
禁
人
貨
出
口
。
曾
組
先
後
奏
明
。

密
遣
商
人
食
孝
行

・
署
生
朱
来
章
。
前
往
探
聴
。

と
あ
り
ま
た
問
書
第
四
一
冊
、
李
街
、
落
正
六
年
十
月
十
七
日
の

僚
に先

護
銀
五
百
雨
。
輿
朱
来
章
。
文
二
百
爾
給
食
孝
行
。
令
伊
等
各

自
置
買
夷
入
所
好
食
物
等
類
。
先
後
附
船
再
往
。
懐
以
行
醤
管
謀

倭
照
貿
易
局
由
。
前
去
細
探
消
息
。

と
あ
る
や
う
に
、
商
人
倹
孝
行
並
び
に
醤
生
朱
来
章
に
銀
を
興
へ
、

日
本
人
の
好
む
所
の
食
物
等
を
買
ひ
整
へ
て
日
本
に
遣
り
、
各
々
貿

易
と
町
商
業
と
に
名
を
便
り
て
日
本
の
情
勢
を
探
知
せ
し
め
て
ゐ
る
。

因
み
に
こ
れ
ら
の
者
は
曾
て
禁
を
犯
し
て
日
本
に
渡
り
、
曹
業
を
一
行

ひ
、
或
ひ
は
遠
禁
の
物
を
日
本
に
も
た
ら
し
た
者
で
、

日
本
の
事
情

に
通
じ
て
ゐ
た
の
で
、
既
往
の
罪
を
ゆ
る
し
、
李
衡
は
密
偵
と
し
て

日
本
に
涯
遺
し
た
の
で
あ
る
。
な
ほ
こ
の
外
に
密
偵
と
し
て
日
本
に
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遣
ほ
さ
れ
た
者
も
多
数
ゐ
た
に
相
違
な
か
ら
う
。

朱
来
掌

-Am孝
行
ら
が
商
船
の
便
を
か
り
て
、
日
本
の
情
勢
を
探

偵
し
て
李
衛
に
報
告
し
た
ζ

と
は
、
李
衛
の
上
奏
中
に
屡
々
見
受
け

ら
れ
る。

例
へ
ば
、
同
書
第
四
一
冊
、
薙
正
六
年
九
月
二
十
五
日
の

僚
に若

朝
鮮
久
休
本
朝
天
恩
。
職
貢
惟
謹
。
然
東
洋
濁
日
本
信
用
強
。
隣

園
無
不
健
之
。
朝
鮮
因
其
相
近
。
自
然
興
之
往
来
。
交
好
親
密
。

不
問
可
知
。

と
あ
り
、
朝
鮮
は
中
固
に
入
貢
し
て
ゐ
る
が
、

一
方
日
本
の
勢
力
を

か
そ
れ
、
好
を
通
じ
て
ゐ
る
と
述
べ
て
ゐ
る
。
な
ほ
朝
鮮
に
つ
い
て

- 59ー

は
、
同
書
、
薙
正
六
年
十
一
月
初
三
日
の
僚
に
は

朝
鮮
奥
日
本
往
来
之
慮
。
今
臣
密
加
訪
開
。
査
東
洋
長
崎
口
岸
之

北
。
有
名
封
馬
島
者
。
輿
朝
鮮
園
相
向
地
方
。
法
界
頗
近
。
順
風

一
二
重
夜
。
可
通
朝
鮮
。
地
方
亦
設
有
舘
舎
。
聴
従
日
本
。
著
倭

人
赴
彼
園
交
易
。
不
許
朝
鮮
之
人
。
前
衆
東
洋
。
而
其
暗
中
往
還

親
密
。
無
非
畏
其
勢
大
力
勝
之
故
。
但
事
在
詑
秘
。
尚
未
確
知
。

と
あ
り
、
長
崎
の
北
に
封
馬
が
あ
り
、
朝
鮮
と
相
封
し
て
接
近
し
、

順
風
に
あ
へ
ば
一
二
重
夜
で
朝
鮮
に
達
ナ
る
こ
と
が
出
来
る
。
朝
鮮

に
は
館
舎
を
設
け
、

日
本
人
が
貿
易
に
来
る
こ
と
を
許
し
て
ゐ
る
が
、

朝
鮮
人
が
日
本
に
貿
易
に
行
く
こ
と
は
許
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
し
か
し



406 

暗
ん
こ
裂
に
彼
我
相
往
還
し
て
ゐ
る
。

日
本
の
勢
力
が
大
で
そ
れ
を
畏

れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
て
ゐ
る
。
ζ

の
や
う
に
李
衝
は
日
本

と
朝
鮮
と
の
開
係
に
一
柳
経
を
尖
ら
せ
て
ゐ
る
。
し
か
し
一
方
、
同
書、

薙
正
六
年
九
月
二
十
五
日
の
僚
に
は

寧
日
本
興
西
洋
天
主
教
。
結
掲
世
仇
。
雄
東
西
進
隔
。
海
面
倶
遁
。

彼
此
不
能
相
容
。
凡
商
船
往
倭
。
有
奉
此
教
者
。
立
即
加
害
。
弁

用
織
鋳
天
主
之
形
。
令
下
船
諸
人
脚
蹴
登
山
芹
。
方
信
無
疑
。
於
此

可
見
。
其
不
能
別
有
聯
絡
之
勢
失
。

と
あ
り
、
幸
ひ
に
日
本
と
西
洋
の
天
主
教
と
は
仇
敵
の
閥
係
に
あ
る
。

東
西
蓮
か
に
隔
て
、
海
面
は
倶
に
通
じ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
彼
此
相

容
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
西
洋
の
商
船
が
日
本
に
到
着
す
る
と、

ζ

の
教
へ
を
奉
A
VJ

る
者
は
立
ち
ど
こ
ろ
に
加
寄
せ
ら
れ
る
。
ま
た
鍛

銭
の
天
主
像
を
下
船
の
諸
人
を
し
て
足
で
踏
ま
せ
て
始
診
て
上
陸
を

許
ナ
有
様
で
あ
る
か
ら

日
本
と
西
洋
と
は
聯
繋
の
な
い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
と
い
っ
て
、
安
堵
の
意
を
示
し
て
ゐ
る
。
ζ

の
や
う
な

国
際
閥
係
の
情
報
は
ナ
ベ
て
日
本
に
抵
遣
せ
ら
れ
た
中
園
の
密
偵
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で

こ
れ
ら
の
密

偵
の
報
告
は
長
崎
に
か
い
て
聴
聞
し
た
所
で
あ
る
か
ら
、
誤
謬
も
相

首
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
殊
に
同
室
田
第
四
七
冊
、
性
桂
、
難
正
七
年

六
月
十
三
日
の
僚
に

棟
前
差
之
朱
来
章
寄
栗
田
稿
。
此
番
到
時
。
倭
人
頗
究
疑
他
。
留

在
土
庫
。
相
待
雌
優
。
但
不
令
出
来
行
醤
。
文
恐
其
回
来
走
漏
。

許
其
船
照

一
張
。
以
安
其
心
。

と
あ
り
、
朱
来
章
が
再
び
長
崎
に
や
っ
て
来
た
時
に
は
、

日
本
人
は

彼
を
梢
々
疑
念
を
以
て
な
が
め
、
土
庫
に
止
め
て
行
醤
せ
し
め
な
か

っ
た
。
土
庫
と
は
唐
館
を
指
ナ
。
つ
ま
り
日
本
が
鎖
園
を
し
て
以
来
、

中
園
人
が
長
崎
市
内
に
居
住
ナ
る
ζ

と
を
禁
じ
、
出
島
に
中
園
人
の

居
住
ナ
る
一
劃
を
構
へ
た
。
ζ

れ
が
唐
館
と
い
は
れ
る
。
中
園
人
を
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ζ

‘A
K
住
ま
は
せ
て
貿
易
に
従
事
せ
し
め
、
貿
易

・
天
主
教
の
取
締

り
強
化
を
計
っ
た
の
で
あ
る
。
土
庫
に
つ
い
て
は
、

同
書
第
六

O
冊、

事
ノ
綴
善
、
衆
正
六
年
十
二
月
十

一
日
の
僚
に

臣
留
意
査
訊
彼
庭
消
息
。
凡
内
地
商
人
到
去
。
原
男
在
土
庫
居
住
。

自
来
防
閑
甚
密
。

と
あ
り
、
同
書
第
四
一
冊
、
李
衛
、

潅
正
六
年
八
月
初
八
日
の
候
に

凡
卒
常
貿
易
之
人
到
彼
。
皆
閏
禁
城
中
。
週
園
又
岡
高
堵
。
内
有

房
屋
。
開
行
甚
多
。
名
馬
土
庫
。
止
有
線
門
。
重
兵
把
守
。
不
許

出
外
閲
走
得
知
消
息
。

ー乙
t
m
u
わ
y

さ
ら
に
文
同
書
、
薙
正
六
年
十
月
十
七
日
の
僚
に



此
慮
夷
人
。
築
檎
立
柵
。
名
篤
土
庫
。
凡
中
園
商
人
到
彼
。
倶
住

其
中
。
援
兵
看
守
。
不
許
私
自
出
入
。

と
見
え
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
に
、
中
園
人
は
殆
ん
ど
み
な
土
庫
に
居

住
せ
し
b
ら
れ
、
巌
重
に
監
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
聞
き

及
ぶ
範
園
に
も
限
度
が
あ
り
、
ま
た
相
首
謀
謬
が
あ
っ
た
と
と
も
己

む
を
え
な
い
で
あ
ら
う
。

さ
ら
に
と

L
K
一
考
す
べ
き
は
、
涯
遣
せ
ら
れ
た
密
偵
は
政
府
か

ら
相
嘗
の
給
輿
を
輿
へ
ら
れ
、
日
本
の
動
静
を
探
偵
ナ
る
や
う
命
ぜ

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
月
並
な
報
告
で
は
密
偵
と
し
て
の
使
命

が
果
・
せ
な
い
。
か
う
い
ふ
所
か
ら
、
流
言
蜜
語
を
報
告
(し
、
時
に
は

先
に
述
べ
た
や
う
な
中
園
政
府
の
日
本
恐
怖
症
に
つ
け
こ
ん
で
、
自

ら
あ
り
さ
う
な
ニ
ュ
ー
ス
を
控
造
ナ
る
ζ

と
も
あ
っ
た
で
あ
ら
う
と

考
へ
る
。
同
書
、
薙
正
六
年
八
月
初
八
日
、
李
衛
の
上
奏
に
劃
ナ
る

薙
正
帝
の
珠
批
論
旨
の
一
節
に
、
曾
て
康
照
帝
が
官
吏
を
源
遣
し
て

日
本
の
情
勢
を
探
偵
せ
し
め
た
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
績
き
に

回
日
復
命
。
大
抵
候
担
虚
詞
。

と
、
あ
り
、
密
偵
が
虚
詞
を
担
造
し
た
こ
と
を
述
ベ
マ
ゐ
る
。
ま
た
同
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告
一
日
、
落
正
六
年
十
月
十
七
日
の
僚
に

柳
進
忠
・
朱
来
章
皆
稿
。
倭
夷
不
無
窺
伺
妄
念
。

と
あ
り
、
柳
進
忠
・
朱
来
章
は
と
も
に
日
本
が
中
園
を
侵
寵
す
る
意

圃
の
あ
る
と
と
を
い
っ
て
ゐ
る
。
柳
準
忠
は
密
偵
で
は
な
い
が
、
曾

て
長
崎
に
行
き
貿
易
に
従
事
し
て
ゐ
た
者
で
あ
る
が
、
後
に
抜
擢
せ

ら
れ
て
軍
人
と
な
り
、
漸
江
治
海
の
海
防
に
任
じ
た
将
校
で
あ
る
。

朱
来
章
は
先
に
述
べ
た
と
と
く
、
曾
て
日
本
に
渡
り
醤
者
と
し
て
重

賓
が
ら
れ
た
が
、
後
に
李
衡
か
ら
依
嘱
せ
ら
れ
て
密
偵
と
な
り
、
再

ぴ
長
崎
に
衆
り
、
瞥
者
に
名
を
懐
り
て
、
日
本
の
情
報
を
李
衛
に
提

供
し
た
。

ま
た
同
書
第
四
二
冊
、
李
衛
、
薙
正
七
年
九
月
二
十
日
の
僚
に
、
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朱
来
章
が
蹄
園
し
、
李
衛
に
あ
っ
て
報
告
し
た
一
節
に

惟
密
探
得
。
倭
夷
久
有
欲
令
薩
摩
島
頭
目
。
窺
伺
蓋
湾
之
意
。
目

下
街
無
形
遮
。
此
係
朱
来
章
借
栴
建
時
出
庫
。
往
見
在
彼
居
住
之

一
幅
建
偉
人
全
巌
。
所
聞
者
。
但
未
知
其
確
賞
。

と
見
え
て
ゐ
る
。
ナ
な
は
ち
、

日
本
は
薩
摩
の
頭
目

つ
ま
り
島
津
氏

を
し
て
蓋
獄
門
学
}
侵
冠
ぜ
し
め
よ
う
と
ナ
る
意
圃
を
も
っ
て
ゐ
る
。

ζ

れ
は
朱
来
章
が
長
崎
の
中
園
寺
院
に
参
詣
す
る
と
稽
し
て
土
庫
を
出

で
一
幅
建
か
ら
来
て
ゐ
た
債
の
全
巌
か
ら
聞
い
た
所
で
あ
る
が
、
確
賓

な
誼
擦
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
っ
て
ゐ
る
。

と
の
や
う
な
密
偵
の
報
告
に
よ
っ
て
、
中
園
の
魚
政
者
は
日
本
に
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封
ナ
る
警
戒
心
を
盆
々
深
め
た
で
あ
ら
う
。
殊

K
中
園
商
人
が
日
本

の
要
請
に
よ
っ
て
違
禁
の
軍
人
や
武
器
・
軍
馬
等
を
日
本
に
も
た
ら

し
た
こ
と
は

た
と
へ
密
偵
の
情
報
が
担
造
し
た
い
庇
報
で
あ
っ
て
も

そ
れ
を
事
質
と
し

τ受
取
ら
し
め
る
に
役
立
っ
た
こ
と
と
思
は
れ
る
。

務
正
時
代
に
戦
船
の
造
作

K
意
を
用
ひ
、
海
軍
の
訓
練
K
苦
心
し
て

海
防
を
特
に
強
化
せ
ん
と
し
た
の
は、

日
本
に
射
す
る
防
禦
と
一い
ふ

こ
と
が
重
要
な
一
つ
の
素
因
を
な
し
て
ゐ
た
ゃ
う
で
あ
る
。

八

薙
正
帝
の
通
貨
政
策

と
こ
ろ
で
、
以
上
述
べ
た
や
う
に
、
恐
怖
の
的
で
あ
る
日
本
に
封

し
て
、
皮
肉

K
も
中
闘
政
府
は
鋳
銭
材
料
の
銅
を
買
ふ
た
め
に
、
中

園
商
人
を
長
崎
に
渡
航
せ
し
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
然
る
に
先
に

述

へ
た
や
う
に

日
本
か
ら
は
諸
種
の
遠
禁
の
人
や
物
を
要
求
せ
ら

れ
た
。
中
園
商
人
の
日
本
渡
航
を
禁
止
す
れ
ば
、
問
題
は
簡
単
に
解

決
す
る
が
、
銅
斤
は
中
闘
に
か
い
て
は
制
銭
鋳
造
の
た
め
必
須
の
物

資
で
あ
フ
た
。
務
正
帝
や
李
術
が
た
と
へ
遠
禁
の
人
や
物
で
あ
っ

て

も
、
日
本
に
射
し
て
あ
る
程
度
寛
大
な
慮
置
を
と
っ
た
の
は

や

は

り
銅
触
の
附
入
が
不
利
に
な
る
こ
と
を
慮
っ
た
た
め
に
他
な
ら
ぬ
で

あ
ら
う
。
漉
正
株
批
論
旨
第
八
冊
、
修
士
口
岡
、
薙
正
二
年
九
月
十
五

日
の
僚
に

至
商
船
由
寧
閥
出
洋
。
其
南
洋
一
帯
。
遵
例
禁
紹
。
濁
安
南
因
抑

銅
之
故
。
仇
許
商
船
往
版
。

と
あ
り
、
薙
正
二
年
に
は
中
園
船
の
南
洋
に
渡
航
ナ
る
こ
と
は
、
未

だ
禁
止
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
安
南
は
特
に
銅
触
を
購
入
ナ

る
必
要
か
ら
、
そ
の
渡
航
を
許
可
し
て
ゐ
る
。
か
や
う
に
、
世間
時
は

銅
斤
を
購
入
ナ
る
た
め

K
、
あ
ら
ゆ
る
便
法
を
講
じ
て
ゐ
た
。
況
ん

や
日
本
は
東
洋
に

b
け
る
最
大
の
銅
産
園
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
中

園
の
鋳
銭
は
殆
ん
と
日
本
銅
に
依
存
し
て
ゐ
た
の
で
、
中
園
船
の
日
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本
渡
航
を
禁
止
す
る
な
ど
は
到
底
質
施
し
う
る
所
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
銅
銭
は
何
故

K
そ
れ
ほ
ど
中
園
で
は
必
要
で
あ
っ
た

か
と
い

ふ
に
、
農
民
は
生
計
が
細
か
い
か
ら
銅
銭
を
必
要
と
し
た
こ

と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
が

と
く
に
多
数
の
下
級
の
軍
人
と
官
吏
と

の
俸
給
支
給
の
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
軍
人
や
官
吏
も
経
済
生
活

が
此
一一小
で
あ
る
か
ら
、

小
額
の
銅
銭
が
必
要
で
あ
る
。
政
府
で
は
こ

の
俸
給
の
銅
銭
を
鋳
造
ナ
る
た
め
に
は
苦
心
を
し
た
。
銅
銭
の
不
足

か
ら
銭
債
は
紹
え
や
ノ騰
貴
し
勝
ち
で

ζ

の
傾
向
は
闘
初
か
ら
嘉
慶

の
頃
ま
で
描
い
た
。
銭
債
の
騰
貴
は
経
済
界
を
不
安
定
に
ナ
る
の
で
、

政
府
で
は
銭
債
の
安
定
に
は
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
掛
っ
た
。
ま
た
銅
銭



の
不
足
は
私
鋳
を
誘
護
し
、

こ
れ
が
ま
た
経
済
界
を
動
揺
せ
し
め
た
。

同
書
第
六

O
冊
、
す
縫
善
、
薙
正
八
年
三
月
二
十
二
日
の
僚
の
珠
批

議
回
日
に

擦
奏
。
私
銭
如
不
設
法
査
禁
。
制
銭
不
得
流
通
等
語
。
此
論
非
也
。

蓋
私
銭
之
未
浄
。
奉
縁
制
銭
不
敷
所
用
故
耳
。
直
省
莫
不
皆
然
。

と
あ
り
、
私
鋳
が
や
ま
な
い
の
は
、
結
局
制
銭
が
流
通
す
る

K
足
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
と
、
難
正
帝
は
い
ひ
き
つ
て
ゐ
る
。
薙
正
帝
の
遁

貨
政
策
も
と
t
A

か
ら
出
費
し
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
銭
債
の
安
定
を
計
る

た
め
に
は
、
制
銭
を
多
量
に
培
鋳
ナ
る
よ
り
外
に
方
法
が
な
い
。

ζ

ζ

か
ら
制
銭
の
培
銭
策
が
打
ち
出
さ
れ
て
来
た
。

ζ

れ
が
た
め
に
は
、

鋳
銭
材
料
の
銅
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
銅
山
を

開
設
す
る
か
、
そ
れ
と
も
銅
を
外
固
か
ら
轍
入
す
る
か
の
二
つ
の
方

法
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
銅
山
の
開
設
に
つ
い
て
は
、
薙
正
帝
は
極
め
て
消
極

的
で
あ
っ
た
。
同
書
第
一
九
冊
、
薙
正
六
年
十
二
月
十
日
の
僚
に
、

王
土
俊
が
車
内

d

東
の
銅
山
を
開
設
ナ
ベ
き
ζ

と
を
上
言
し
た
る
に
封
し
、

薙
正
帝
は

号
東
開
採
一
事
。
言
之
者
甚
衆
。
除
殊
不
以
篤
然
。
華
縁
奥

J

省
不

409 

比
渡
郡向。

一
者
民
俗
善
盗
。
二
者
米
穀
不
敷
。
開
採
雄
獲
破
砂
之

利
。
然
襲
不
堪
衣
。
能
不
堪
食
。
市
緊
集
数
十
高
不
耕
之
人
。
於

荒
山
窮
谷
之
中
。
其
害
不
濁
有
快
農
業
市
己
也
。
縦
云
窮
禁
制
口

資
籍
。
終
非
養
民
之
上
策
。

と
い
ひ
、
更
に
同
書
第
三
五
冊
、
落
正
九
年
六
月
二
十
九
日
、
焦
祈

年
の
上
奏
に
劃
し
て
も
、
薙
正
帝
は

車内d

東
瞭
廠
。
除
巌
禁
之
外
。
無
二
議
也
。
質
力
訪
察
禁
約
。
勢
慨
。

(
中
略
)
該
省
之
不
宜
開
採
。
蓋
縁
米
債
田
町
貴
。
盗
案
毎
繁
之
故
。

と
い
っ
て
ゐ
る
。

つ
ま
り
、
薙
正
帝
の
考
へ
で
は
、
銅
山
を
開
設
ナ

れ
ば
、
無
頼
の
徒
が
多
数
集
り
、
盗
案
が
績
出
し
て
治
安
が
み
だ
れ

る
の
み
な
ら
や
ノ
、
米
債
が
騰
貴
し
て
経
済
界
を
動
揺
『
せ
し
め
る
。

ζ

- 63ー

れ
が
濁
裁
君
主
と
し
て
最
も
忌
む
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
落
正
帝
が

銅
山
の
開
設
に
つ
い
て
極
め
て
消
極
的
で
あ
っ
た
の
は
こ
ふ
に
そ
の

理
由
が
あ
っ
た
ゃ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
鋳
銭
の
材
料
を
確
保
す
る
た

め
に
、
先
づ
銅
禁
令
を
護
布
し
て
民
間
の
銅
器
使
用
を
極
度
K
制
限

し
、
も
し
く
は
禁
止
し
た
。
清
代
を
遁
じ
て
薙
正
時
代
、
銅
禁
令
が

最
も
巌
重
で
あ
っ
た
の
は
こ
れ
が
た
め
で
あ
る
。
圏
内
に
訟
い
て
は

銅
禁
令
を
護
布
し
て
奮
器
を
収
買
す
る
一
方
、
他
方
で
は
外
園
ζ

と

に
日
本
か
ら
は
、
商
人
を
督
附
し
て
銅
斤
の
織
入
に
つ
と
め
し
め
た
。

嘉
正
か
ら
乾
隆
に
か
け
て
雲
南
の
銅
山
が
開
設
さ
れ
て
来
た
の
は
、
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日
本
の
産
銅
が
減
少
し
、
従
っ
て
職
出
銅
が
，
次
第
に
減
少
し
て
来
た

こ
と
に
因
る
も
の
ら
し
い
。
し
か
し
、
薬
正
時
代
の
銭
銭
材
料
の
大

部
は
な
ほ

日
本
に
依
存
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
清
朝
政
府
は
日
本
と

の
貿
易
を
い
か
に
危
倶
し
て
も
こ
れ
を
停
止
す
る
わ
け
に
は
行
か
な

か
っ
た
。九

総

商

の

設

立

そ
れ
で
は
、
違
禁
の
人
物
は
い
か

K
し
て
ζ

れ
を
取
締
る
か
と
い

ふ
問
題
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
李
衡
は
ζ

れ
が
た
め
に
、
総
商
の
制
度
を
制
定
し
て
日
本
へ
渡
航
ナ
る
商
船
を

取
締
ら
せ
る
こ
と

K
し
た
。
薙
正
株
批
議
旨
第
四
一
冊
薙
正
六
年
十

一
月
初
三
日
の
僚
に

至
各
洋
商
貿
易
之
事
。
既
不
便
遅
行
禁
絶
。
但
従
前
止
領
夷
人
倭

照
。
我
天
朝
並
未
定
有
到
彼
作
何
管
束
稽
査
之
法
。
是
以
聴
其
争

先
献
摘。

と
あ
り
、
ま
た
同
書
、
蒐
正
六
年
十
二
月
十
一
日
の
僚
に

商
人
貧
其
倭
照
貿
易
。
惟
命
是
従
。
若
不
隈
加
稽
察
。
将
来
無
所

底
止
。
(中
略
)是
各
省
商
人
。
多
在
江
湖
二
慮
出
口
。
賢
愚
不
等
。

散
漫
無
紀
。
非
設
商
組
盤
査
。
無
以
専
其
責
成
。

と
あ
り
、
李
衛
は
、
現
今
日
本
と
の
貿
易
を
謹
か
に
禁
止
す
る
こ
と

は
出
来
な
い
。
た

r
こ
れ
ま
で
中
園
商
人
を
取
締
る
法
が
な
か
っ
た

の
で
、
中
園
商
人
は
日
本
か
ら
信
牌
を
入
手
し
よ
う
と
し
て
、
争
つ

て
日
本
に
連
禁
の
人
物
を
も
た
ら
し
た
と
な
し

ζ

れ
が
針
策
と
し

て
融
商
を
か
い
て
商
人
を
管
理
監
督
さ
せ
よ
う
と
い
っ
て
ゐ
る
。
さ

ら
に
前
掲
十
一
月
初
三
日
の
記
事
の
績
き
に

命
日
同
江
南
督
撫
諸
臣
設
法
。
於
各
商
之
中
。
鐸
其
身
家
最
是
殿
寅

者
数
人
。
立
筋
商
絡
。
凡
内
地
往
販
之
船
。
責
令
伊
等
保
結
。
方

許
給
以
開
牌
豚
照
置
貨
。
験
放
各
船
人
貨
。
即
著
落
商
組
。
T

作
時

- 64ー

稽
査
。
如
有
爽
帯
遣
禁
貨
物
。
及
到
彼
遁
同
作
姦
者
。
令
商
線
首

報
。
於
出
入
口
岸
慮
所
密
率
。
倫
商
純
街
隠
。

一
健
連
坐
究
罪
。

庶
幾
事
有
責
成
。
可
杜
前
弊
。

と
あ
り
、
ま
た
前
掲
十
二
月
十
一
日
の
僚
の
記
事
の
績
き
に
は

臣
興
活
時
耀

・
帝
ノ縫
善
。
公
同
酌
議
。
嘗
面
停
集
洋
商
。
博
訪
利

弊
。
令
其
公
開
等
殿
貫
老
練
之
人
激
名
。
臣
等
又
加
察
訪
。
町
四
別
涯

出
間
漸
各
商
李
君
津
等
八
名
。
立
濡
商
線
。
責
令
分
省
稽
査
。

切
盤
験
翠
首
之
法
。
詳
細
開
列
。
使
之
互
相
産
制
。

と
見
え
て
ゐ
る
。
ナ
な
は
ち
、
李
衡
は
先
づ
関
係
す
る
江
南
の
督
撫
、

活
時
緯

・す
J

縫
善
と
相
談
し
、
洋
商
を
集
め
て
般
質
老
練
の
商
人
八



名
を
選
ば
し
め
て
組
商
(
商
総
)

に
任
命
し
た
。
縮
商
の
職
務
は
、

先
づ
渡
航
商
人
の
積
荷
を
調
べ
、
達
禁
の
人
物
を
爽
帯
す
る
や
否
や

も
し
あ
れ
ば
之
を
政
府
に
報
告
せ
し
め
る
に
あ
る
。
も

し
線
商
が
馴
れ
あ
っ
て
憶
医
す
れ
ば
連
坐
の
罪
に
と
ふ
。
組
商
は
各

を
検
査
し
、

自
省
分
を
分
っ
て
稽
査
せ
し
め
、

ま
た
融
商
相
互
は
た
が
ひ

K
牽
制

し
あ
っ
て
、
稽
査
の
殺
を
現
は
さ
し
め
ん
と
し
た
。
八
名
の
融
商
が

揮
ば
れ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ら
う
。
な
ほ
綿
商
は
政
府
側
と
色
々

と
折
衝
の
任
に
嘗
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
代
表
者
と
し
て
総

商
頭
が
あ
っ
た
ゃ
う
で
あ
る
。

ヤ
ま
述
べ
た
李
君
津
が
総
商
頭
で
あ

っ
た
ら
し
く
、
同
書
第
四
二
冊
、
李
衡
、
薙
正
八
年
三
月
初
十
日
の

{傑
に今

嬢
総
商
頭
李
君
津
票
。
近
有
伊
之
行
商
鄭
恒
鳴
船
因
。

と
見
え
て
ゐ
る

0

・
な
ほ
こ
与
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
外
園
に
渡
航
ナ

る
商
人
も
組
合
を
作
っ
て
ゐ
た
ら
し
く
、

ζ

L

に
見
え
る
行
商
は
組

合
の
商
人
を
指
ナ
も
の
で
あ
る
。

縮
刷
商
は
行
商
中
の
有
力
者
が
選
ば

れ
た
も
の
と
見
え
る
。
こ
の
や
う
に
総
商
を
設
立
し
た
結
果
、
李
衛

は
前
掲
の
記
事
に
績
い
て
、

東
洋
貿
易
各
船
。
自
設
立
穂
商
。
稽
査
之
後
。
出
入
均
有
責
成
。
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盤
験
極
其
巌
密
。
従
前
隠
弊
。
梢
震
耀
割
。

と
い
ひ
、
組
商
を
設
立
し
て
以
来
、
積
荷
の
検
査
が
殿
し
く
な
り
、

従
来
の
や
う
な
弊
害
が
梢
々

・な
く
な
っ
た
と
述
べ
て
ゐ
る
。
些
か
手

前
味
噌
の
感
が
な
い
で
も
な
い
が
、
李
衡
の
卒
常
の
言
動
か
ら
察
ナ

る
と
、
全
く
そ
の
い
ふ
遁
り
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
以
後
、
外
園

貿
易
、

と
く
に
針
日
貿
易
は
こ
の
線
商
の
監
督
の
も
と
に
行
は
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ζ
t
A
か
ら
ま
た
新
た
に
諸
種
の
弊
害
が

涯
生
し
た
こ
と
は
、
揚
州
に
必
け
る
瞳
商
と
組
商
と
の
関
係
と
同
断

で
る
ら
う
。

十

室
開

- 65ー

結

以
上
、
敷
簡
に
わ
た
っ
て
正
徳
新
例
を
中
心
に
康
照
・
薙
正
時
代

に
お
け
る
日
清
貿
易
の
推
移
に
つ
い
て
考
察
を
加
へ
た
。
康
照
・
薙

正
と
い
ふ
の
は
清
初
と
か
き
か
へ
て
も
よ
い
。
た

r
康
照

・
薙
正
と

限
定
し
た
の
は
次
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
康
照
時
代
は
日
清

貿
易
上
、
重
要
な
時
代
で
、

日
清
貿
易
額
は
清
朝
を
、湿
じ
て
最
高
に

達
し
、

日
本
の
銀
銅
も
こ
の
時
代
に
は
最
も
多
く
職
入
せ
ら
れ
た
。

正
徳
新
例
が
護
布
せ
ら
れ
た
の
も
こ
の
銀
銅
の
輸
出
を
制
限
す
る
に

あ
っ
た
こ
と
は
先

K
述
べ
た
遁
り
で
あ
る
。
薙
正
時
代
は
な
ほ
康
照

時
代
の
綴
績
で
あ
っ
た
。
た
と
へ
銀
銅
の
輸
出
が
制
限
せ
ら
れ
た
と
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い
っ
て
も
、
中
閣
の
日
本
銅
を
要
求
す
る
態
度
は
依
然
と
し
て
襲
ら

夕
、
銀
も
亦
多
量
K
中
固
に
流
入
し
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
次
の
乾

陸
時
代
に
な
る
と
情
勢
が
大
分
艶
化
ナ
る
。
薙
正
時
代
に
は
制
銭
銭

造
材
料
の
銅
は
な
ほ
日
本
銅
が
多
き
を
占
め
て
ゐ
た
が
、
乾
隆
時
代

に
な
る
と
、

日
本
銅
は
相
蛍
多
量
に
稔
入
せ
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、

か
し
鋳
銭
材
料
の
主
越
は
雲
南
銅
に
移
っ
た
。
ま
た
銀
も
乾
隆
の
牢

ば
頃
か
ら
は
逆
に
日
本
に
流
入
ナ
る
傾
向
が
現
は
れ
た
。
通
航
一
覧

倉
一
九
九
「
舶
来
金
銀
数
量
」

K

「
北
窓
頑
談
」
を
引
き

明
和
年
中
よ
り
金
銀
と
も
に
、
底
土
よ
り
年
々
本
邦
へ
持
来
る
事

に
は
な
り
ぬ
。
(
中
略
)
も
金
も
イ
ン
ス
と
絹
し
て
純
金
年
々
に
持

渡
り
来
る
。

と
見
え
て
ゐ
る
。
明
和
は
乾
隆
二
十
九
年
(
一
七
六
四
年
)
か
ら

十
七
年
(
一
七
七
二
年
)
ま
で
蹴
い
た
。
金
債
は
ナ
で
に
徳
川
幕
府

の
初
め
頃
か

ら
日
本
で
騰
貴
し
、
金
は
園
外
か
ら
流
入
す
る
傾
向
に

あ
っ
た
が
、
銀
は
な
ほ
乾
隆
の
中
頃
ま
で
日
本
か
ら
中
固
に
流
入
し

て
ゐ
た
。
と
こ
ろ
が
、
中
頃
以
後
に
な
る
と
、
中
閣
の
金
の
み
な
ら

歩
、
銀
も
ま
た
日
本
に
逆
流
す
る
や
う
に
な
っ
た
こ
と
は
特
に
注
目

す
べ
き
現
象
で
あ
る
。
前
朝
の
中
園
支
配
の
初
期
に
は
絹
・
茶
・
陶

器
等
の
輸
出
に
よ
っ
て
多
額
の
外
園
銀
が
流
入
し、

ζ

れ
が
諸
産
業

に
投
資
せ
ら
れ
、
産
業
の
開
設
を
促
し
た
。
そ
の
結
果
、
多
数
の
失

業
者
が
吸
収
せ
ら
れ
、
社
舎
は
割
合
に
卒
穏
で
あ
っ
た
。
清
朝
の
中

園
支
配
が
割
合

K
固
滑
K
進
捗
し
た
の
は
と

L
K
一
つ
の
重
要
な
原

因
が
あ
っ
た
と
考
へ
る
。
か
う
い
う
意
味
で
康
照
・
薙
正
時
代
は
清

し

朝
に
h
F

い
て
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
ゐ
る
。
事
賞
清
朝
の
濁
裁
君

主
催
は
薙
正
帝
に
至
っ
て
確
立
し
た
。

と
こ
ろ
で
清
代
K
か
け
る
外
園
銀
の
流
入
に
つ
い
て
は
、
墨
銀
が

西
欧
人
の
手
を
通
し
て
多
数
中
固
に
流
入
し
た
こ
と
は
す
で
に
先
皐

に
よ
っ
て
屡
々
注
意
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
然
る
に
我
が
園
の
金
銀
が
多
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数
中
固
に
流
入
し
た
ζ

と
に
つ
い
て
は
案
外
等
問
視
せ
ら
れ
て
ゐ
る

感
が
あ
る
。
尤
も
日
本
の
金
銀
が
多
数
中
園
に
流
入
し
た
事
賓
に
つ

い
て
は
ナ
で
に
若
干
の
研
究
が
あ
る
が
、

た
Z

日
本
の
金
銀
が
中
園

に
流
入
し
、
中
閣
の
政
治

・
経
済

・
枇
禽
に
い
か
な
る
影
響
を
輿
へ

た
か
に
つ
い
て
は
注
意
が
向
け
ら
れ
て
ゐ
な

w
ゃ
う
で
あ
る
。
先
に

指
摘
し
た
と
と
く
、
徳
川
幕
府
が
始
ま
っ
て
か
ら
約
百
年
の
聞
に
、

金
六
百
十
九
蔦
除
雨
、
銀
一
億
一
千
二
百
二
十
六
市
内
除
爾
が
海
外
に

流
出
し
た
。
尤
も
こ
の
敷
字
は
な
ほ
質
誼
的
に
考
究
ナ
べ
き
で
あ
っ

て
、
そ
の
ま
ミ
に
は
信
じ
ら
れ
な
い
が
、
莫
大
な
金
銀
が
流
出
し
た

こ
と
は
間
違
ひ
な
い
。
こ
れ
ら
の
金
銀
が
直
接
み
な
中
園
に
流
入
し



た
わ
け
で
は
な
い
か
、

し
か
し
結
局
は
そ
の
大
部
分
が
中
闘
に
流
入

し
た
も
の
と
想
像
せ
ら
れ
る
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
や
オ
ラ
ン

ダ
人
が
日

本
か
ら
金
銀
を
も
ち
購
っ
て
も
、

そ
の
多
く
は
絹
・
茶
・
陶
器
等
を

中
園
か
ら
買
ふ
た
め
に
使
用
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
今
観

K
前
記

の
金
銀
が
全
部
中
園
に
流
入
し
た
と
し
、

こ
れ
を
銀
に
換
算
せ
ん
に
、

金
債
を
低
自
に
見
積
っ
て
金
一
一
問
銀
十
雨
と
し
て
計
算
す
る
と
、
金

六
百
十
九
高
雨
は
銀
六
千
百
九
十
寓
雨
に
な
る
。
ナ
な
は
ち
一
億
七

千
四
百
十
六
寓
南
の
銀
額
が
明
の
寓
暦
二
十
九
年
(
西
暦
二
ハ

O

年
・
慶
長
六
年
)
か
ら
康
照
四
十
七
年
(
一
七

O
八
年
・
賓
永
五
年
)

ま
で
約
百
年
徐
り
の
聞
に
日
本
か
ら
中
園
に
流
入
し
た
こ
と
に
な
る
。

な
ほ
此
の
後
銀
は
乾
隆
の
中
頃
(
十
八
世
紀
の
後
半
)
ま
で
五
六
十

年
聞
に
わ
た
っ
て
日
本
か
ら
中
園
に
流
入
し
た
。
と
れ
ら
を
総
計
ナ

る
と
少
く
と
も
銀
高
に
し
て
二
億
雨
程
の
銀
が
日
本
か
ら
中
園
に
流

入
し
た
ζ

と
に
な
る
で
あ
ら
う
。
尤
も
金
は
先
に
述
べ
た
や
う
に
中

園
か
ら
日
本
に
逆
流
し
て
ゐ
た
か
ら
、

こ
れ
を
考
慮
に
入
れ
て
も
莫

大
な
金
銀
が
中
園
に
流
入
し
た
ζ

と
は
間
違
ひ
な
い
。
こ
の
や
う
に

莫
大
な
金
銀
が
明
末
か
ら
清
の
乾
隆
の
中
頃
ま
で
に
日
本
か
ら
中
園

に
流
入
し
た
と
す
れ
ば
、
中
園
経
済
界
に
輿
へ
た
日
本
金
銀
の
影
響
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に
は
甚
大
な
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
明
末
か
ら
清
代
に
か
け
て

西
敵
や
米
園
か
ら
中
闘
に
流
入
し
た
銀
は
総
額
大
約
二
億
雨
で
あ
っ

た
と
推
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
(
叫
耐
一
斗
A
L
四
時
一
部
一
昨
お
れ
一
万
畑
峨
)
。

ζ

の
や
う
に
考
へ
る
と
、
情
代
ζ

と
に
康
照
・
薙
正
時
代
k
b
け
る

長
崎
貿
易
は
中
闘
の
政
治
・
経
済
・
祉
舎
に
劃
し
て
重
要
な
役
割
を

果
し
た
こ
と
に
な
る
。

な
ほ
先
に
も
指
摘
し
た
と
と
く
、
清
朝
初
期
に
か
け
る
制
銭
鋳
造

の
銅
斤
は
殆
ん
ど
み
な
日
本
に
仰
い
で
ゐ
た
。
乾
隆
時
代
に
な
る
と
、

制
銭
鋳
造
の
銅
斤
は
雲
南
銅
が
主
役
を
つ
と
め
る
や
う
に
な
っ
た
け

れ
ど
も
、

日
本
銅
も
依
然
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
し
、
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か
与
る
傾

向
は
清
朝
末
年
ま
で
も
績
い
た
。
制
銭
は
主
と
し
て
官
吏
や
軍
人
の

俸
給
と
し
て
支
給
せ
ら
れ
、
こ
れ
が
商
人
の
手
に
渡
り
、
遂
に
農
民

の
懐
に
は
い
っ
て
ゆ
く
。
次
に
農
民
か
ら
商
人
も
し
く
は
政
府
の
手

に
流
れ
て
ゆ
く
。
大
睦
ζ

の
や
う
な
循
環
径
路
を
辿
っ
て
制
銭
は
流

通
し
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
制
鎮
の
不
足
か
ら
清
朝
で
は
園
初
か

ら
嘉
慶
の
頃
ま
で
銭
債
は
白
河
貴
ナ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。

ζ

の
や
う

な
情
勢
の
う
ち
に
あ
っ
て
、

と
も
か
く
も
相
嘗
額
の
制
銭
を
鋳
造
し

て
銭
債
の
田
町
貴
を
抑
制
し
、
経
済
界
に
安
定
を
輿
へ
、
延
い
て
は
官

僚
や
軍
人
の
生
活
を
あ
る
程
度
保
障
す
る
と
と
が
出
来
た
の
は
、

日

本
銅
の
職
入
に
よ
る
所
が
大
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
か
く
考
へ
来
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w
h
v

ん
)

日
本
銅
の
輸
出
は
中
園
経
済
界
の
安
定
、
延
い
て
は
清
朝
に

お
け
る
濁
裁
君
主
権
の
確
立

K
寄
興
ナ
る
所
が
大
で
あ
っ
た
ζ

と
が

み
と
め
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

以
上
は
主
と
し
て
中
園
側
の
政
治
経
済
乃
至
は
社
舎
の
面
か
ら
長

崎
貿
易
を
眺
め
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
日
本
側
か
ら
見
て
も
、
経

済
文
化
の
面
に
か
い
て
重
要
な
意
義
を
も

っ
て
ゐ
た
こ
と
は
資
言
を

要
し
な
い
で
あ
ら
う
。
た
r
ζ

ゐ
で
一

雷同
し
た
い
の
は
生
紙
の
織
入

'に
つ
い
て

r
あ
る
。
長
崎
貿
易
に
か
い
て
験
入
の
大
宗
を
な
す
も
の

は
生
糸
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
生
続
の
輸
入
に
針

し
て
は
い脚
割
符
制
が
施
か
れ
特
定
の
商
人
の
濁
占
販
買
が
許
さ
れ
て

ゐ
た
。
こ
の
生
献
の
輸
入
に
よ

っ
て
我
が
園
近
世
の
絹
織
物
業
が
渡

達
し
た
わ
け
で
、
我
が
園
に
と
っ
て
も
生
赫
の
輸
入
は
倣
く
こ
と
の

出
来
ぬ
重
要
な
物
資
で
あ
っ
た
。

中
闘
で
は
生
赫
の
輸
出
は
禁
止
せ

ら
れ
て
ゐ
た
と
と
は
先
に
指
摘
し
た
が
、
只
日
本
に
射
し
て
は
銅
を

買
ふ
必
要
上
そ
の
輸
出
を
許
し

T
ゐ
た
。
皇
朝
文
献
通
考
巻
一
七
に

至
〔
乾
隆
〕
二
十
五
年
。
禁
止
統
制
出
洋
。
復
奏
定
額
商
楊
裕
和
及

官
商
宿
泊
注
等
毎
年
出
洋
者
。
十
六
船
。
共
耕
銅
二
百
古
門
的
。
除

置
問
市
糖
霜
礎
材
等
貨
外
。
毎
船
際
配
帯
綱
椴
三
十
三
捲
。
以
重
一

百
二
十
納
篤
一
捲
。
勢
許
浮
多
。
責
成
江
南
海
開
及
淑
江
乍
浦

慮
官
員
。
照
例
総
験
織
税
。
二
十
九
年
。
以
弛
統
制
出
洋
之
禁
。

復
令
毎
船
。
准
配
惜
湖
続
。
照
原
定
制
椴
之
政
。
抵
算
出
口
易
銅
。

以
供
鼓
銭
。

と
見
え
て
ゐ
る
。
ζ

与
に
額
商
と
あ
る
は
官
商
に
封
ナ
る
も
の
で
、

民
商
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
右
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
乾
隆
二
十
九

年
に
な
っ
て
、
始
め
て
日
本
に
針
ナ
る
生
締
検
出
の
禁
を
弛
め
た
や

う
に
解
せ
ら
れ
る
が
、
こ
の
弛
禁
と
は
乾
隆
二
十
五
年
に
一
度
出
洋

を
禁
止
し
た
禁
例
を
弛
め
た
意
味
で
あ
ら
う
。
従
来
多
額
の
生
紙
が

日
本
に
愉
出
せ
ら
れ
た
こ
と
は
遁
航
一
質
を
見
れ
ば
容
易
K
理
解
せ
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ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
正
徳
五
年
の
貿
易
制
限
に
よ
っ
て
生
紙
の
輸
入
額
は

減
少
し
た
。
ζ

の
こ
と
は
我
が
固
に
が
け
る
養
鼠
業
の
設
達
を
促
ナ

こ
と
ふ
な
っ
た
。
明
和

・
安
永
(
乾
隆
の
中
頃
)
の
噴
か
ら
東
園
に
か

い
て
養
躍
が
次
第
に
勃
興
し
て
生
綜
の
債
格
も
安
く
な
り
、
文
化

文
政
(
嘉
慶
頃
)
の
交
よ
り
職
入
生
締
は
著
し
く
減
少
し
た
。
却
つ
T

幕
末

K
至
る
と
我
が
園
の
生
綿
が
職
出
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
り
、
形

勢
は
逆
柿
押
し
た
。

ζ

の
や
う
に
正
徳
の
新
例
以
後
、
中
園
船
は
貿
易

額

・
船
隻
数
に
か
い
て
著
し
く
制
限
を
受
け
た
。
し
か
し
、
幕
末
ま

で
中
園
船
は
相
愛
ら
や
ノ
長
崎
に
入
港
し
、
彼
我
の
交
易
は
績
け
ら
れ



た
。
た

x
こ
-
A

で
注
意
ナ
べ
き
は
公
の
長
崎
入
港
数
は
制
限
せ
ら
れ

た
け
れ
ど
も
、

と
れ
以
後
は
中
園
の
密
貰
船
の
渡
航
は
相
蛍
増
加
し

た
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
る
。

先
に
述
べ
た
や
う
に
、
日
本
の
銅
の
輸
出
制
限
は
直
ち
に
中
闘
の

銅
債
に
影
響
し
た
。
と
の
や
う

K
日
清
貿
易
は
日
清
南
園
の
祉
曾
を

連
絡
ナ
る
重
要
な
紐
帯
で
あ
フ
た
。
函
敵
人
と
の
貿
易
が
中
園
祉
曾

に
大
き
な
影
響
を
興
へ
た
と
す
れ
ば
、
長
崎
と
は
五
六
日
の
航
程
に

ナ
ぎ
ぬ
中
園
と
の
貿
易
が
雨
園
社
舎
に
相
互

K
影
響
し
ム
ロ
は
ぬ
筈
は

-
な
い
で
あ
ら
う
。

中
園
祉
禽
の
護
展
に
長
崎
貿
易
が
相
嘗
重
要
な
役

割
を
演
じ
た
ζ

と
を
み
と
む
べ
き
で
あ
る
と
共
K
、
近
世
日
本
の
護

展
に
も
長
崎
貿
易
が
色
々
の
方
面
で
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
ゐ
た
こ

と
を
再
確
認
す
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。
金
銀
移
動
の
賓
誼
的
研
究

は
な
ほ
今
後
の
研
究
を
侠
た
・
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、

と
与
で
は
日
清

雨
園
祉
舎
の
推
移
襲
遷
を
考
へ
る
場
合
に
は
、
常
に
長
崎
k
hs
け
る

雨
園
の
文
化
的
経
済
的
乃
至
は
政
治
的
な
接
燭
に
留
意
ナ
べ
き
で
あ

る
こ
と
を
強
調
し
て
欄
筆
ナ
る
。
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〔
附
記
〕
康
照
五
十
四
年
に
か
け
る
信
牌
問
題
に
は
、
福
建
出
身
の
荘
運
卿

等
と
漸
江
の
商
人
胡
雲
客
等
と
の
聞
に
、
地
域
的
な
利
害
関
係
の
樹
立
が
あ

っ
た
こ
と
が
、
山
脇
悌
二
郎
氏
の
「
近
世
日
支
貿
易
に
か
け
る
一
幅
州
商
人
の

波
落
」
(
東
方
皐
十
二
)
に
見
ゆ
。
腕
稿
後
気
づ
い
た
の
で
附
記
し
て
必
く
。

参
照
せ
ら
れ
た
い
。
昭
和
三
十
三
年

一
月
十
八
日
稿
了
。

薙
正
二
年
の
緒
紳
・
中
極
金
書
(
そ
の
一
)
。

我
々
が
薙
正
時
代
史
研
究
に
浮
身
を
や
っ
し
て
い
る
と
、
天

も
と
れ
を
偶
ん
で
か
、
奇
蹟
珍
い
た
こ
と
が
よ
く
起
る
。
今
度

の
潅
正
二
年
の
「
鯖
紳
全
書
」
と
「
中
植
全
書
」
の
出
現
の
如

き
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
清
朝
の
文
武
官
員
名
簿
と
も
言
う
べ

き
右
の
二
書
は
、
歩
っ
と
時
代
の
下
っ
た
清
末
光
緒
頃
の
も
の

な
ら
ば
い
く
ら
も
見
受
け
る
が
、
乾
隆
以
前
に
も
な
る
と
殆
ん

と
稀
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
我
々
が
丁
度
欲
し
て
い
る
薙
正
年
間

の
も
の
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
近
衛
家
の
陽
明
文
庫

が
長
い
間
京
都
大
撃
に
寄
託
さ
れ
て
い
て
、
大
戦
前
に
新
館
が

嵯
峨
野
に
で
き
て
移
轄
ナ
る
際
、
一
部
を
京
大
に
寄
贈
さ
れ
た

の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
右
の
二
書
が
含
ま
れ
て
い
た
の
を
、

ζ

れ
迄
誰
も
気
付
か
・
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
偶
然
、
中
園
文
皐
の

小
川
教
授
に
よ
っ
て
護
見
さ
れ
た
わ
け
で
、
我
々
は
こ
れ
を
見

て
驚
喜
し
、
額
に
手
し
て
慶
賀
し
た
次
第
で
あ
る
。

鯖
紳
全
書
は
縦
廿
五
糎
八
、
横
十
七
糎
一
二
、
表
紙
に

文
陸
閤
精
紳
全
世
一
国
間
何
軒

と
あ
り
、
見
返
し
の
右
欄
に

増
補
加
級
騨
遁
土
産
程
途
及
地
方
衝
僻
進
展
'
額
数

と
あ
り
、
中
央
欄
に
書
名
が
あ
り
、
左
欄
に
は

九
新
選
補
官
爵

祈

持

京

都

西

河

沿

九

間

棲

封

門

台

競

旗

分

籍

貫

速

頒

以

便

刊

刻

護

免

と
あ
り
、
次
に
序
文
が
あ
っ
て
、
首
時
精
紳
全
書
は
坊
聞
に
行

わ
る
お
も
の
四
五
種
を
下
ら
ぬ
が
、
本
書
が
最
も
正
確
だ
と
誇

り
最
後
に
次
の
諮
で
結
ぶ
。

大
情
薙
正
突
卯
年
二
月
中
和
後
五
日
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The Clerk and the Private Secretary in 

the Ch'ing清 Dynasty

Ichisada Miyazaki 

With a view to checking corruption and high-handedness of the Govern-

ment clerks or lower classes of 0伍cials，the Ch'ing Government adopted 

various measures from the very beginning of its rule; for example， the 

system to shift 0伍cialsat the Government agency every half year， and the 

isolation system， which was adopted at such upper agencies as the Govern-

or-Generals'， Inspector-Generals'， and Adminstrator-Generals' 0伍C回 to

make the clerks reside in the compound of 0伍ceand keep them out of 

contact with the outside. In the reign of Emperor Yung-cheng薙正 the

isolation system became practised even at the Provincial Governments. The 

practice of local 0伍cials'presenting confidential reports to the emperor 

resulted in enhancing the position of their private seιretaries and in check-

ing arbitrariness and high-handedness of the clerks. Besides those private 

secretaries personal servants were often in a position to watch the clerks. 

One of the largest defects with the clerk system was that the clerks 

were not on the Government's regular pay-roll. They depended upon a 

kind of extra tax levied on the sum of regular and additional taxes， but 

they went so far as to extort various kinds of bribes from the people. 

The spread of bribery， which was rapidly increasing after the reign of 

Yung-cheng， tended to accelerate corruption in the administrative system 

of Ch'ing. 

Sino・JapaneseTrade during the Reigns of Emperors 

K'ang-hsi康照 andYung-cheng 

Tomi Saeki 

It was a practice from the beginning of the Ch'ing dynasty to pay 
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soldiers in copper coins. Since copper production was rather small in 

China， they used to import it from Japan. A1ready in the closing days of 

Ming明， Chinese traders began to import copper in exchange for silk， 

sugar， medicines， etc.， through the port of Nagasaki. With the deve1op-

ment of trade with China the production of copper in Japan made a rapid 

progress， but as the resu1t of exhaustion of rich mines copper production 
declined， and' restriction was imposed on the export of copper. In 1715 the 

number of Chinese boats coming to Nagasaki was 1imited by the Toku-

gawa Shogunate. Such a situation 1ed to serious disputes among the 

Chinese traders， and the slanderous charges made by the unchartered traders 

against the chartered merchants resulted even in a big political trouble， 
which was part1y due to the fear of the Ch'ing Government to the Japanese 

pirates who had ravaged the coasta1 provinces of China during the Ming 

period. On the other hand， the Tokugawa Shogunate imposed restrictions 

not on1y on the export of copper but on that of gold and silver， which 
began to give adverse effect on Japanese economy， whi1e the po1icy of the 

Shogunate brought a rise in the price of copper. 

Emperor Yung・cheng'sEducational Reform 

Toshikazu Araki 

The Ch'ing dynasty appointed， as a rule， public school instruct.ors from 

among those who passed civil service examinations. But Emperor Yung-

cheng broke the ru1e， and appointed instructors from among those who 

fai1ed in examinations. In and after the Sung宋 periodthere came into 

existence those private colleges known as shu-yuan書院， which were set 

up by the loca1 literati and great 1earned men. Emperor Yung-cheng 

he1ped to estab1ished a private college in each province by subsidizing 

from the Imperial purse， and eventually it was made a Government institu-

tion. He a1so set up a system of local examinations for appointing public 

school instructors instead of the old practice of appointment without 

examination by the Ministry of Personnel. 
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